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本市の公共交通は、下館駅を中心に、東西に「JR水戸線」、

南北に「真岡鐵道真岡線」と「関東鉄道常総線」が運行され

ているほか、交通弱者の移動手段の確保を目的とした「デマ

ンドタクシー」や、平成２８年１０月から実証実験を開始し

た本市とつくば市を結ぶ「筑西市広域連携バス」が運行され

ております。 

 

公共交通を取り巻く環境は、急激な人口減少と少子高齢化

の進展、マイカーに依存するライフスタイルの定着などによ

り、利用者が年々減少するなど厳しさを増しております。 

そのため、今後も利用者の減少が続けば、公共交通の衰退はさらに進み、通勤・通学、通

院、買い物など、日常生活を営むうえで必要不可欠なサービスの提供ができなくなるおそれ

があります。 

しかしながら、日常生活の移動手段の確保のみならず、定住促進やまちの賑わい創出の観

点からも、公共交通が果たす役割は大きく、誰もが利用できる公共交通を維持しながら、将

来に向けて快適に暮らせるまちづくりを進めていくことは私たちの大切な使命であると考

えております。 

 

これらのことを踏まえ、公共交通が果たすべき役割を明確にし、本市にとって望ましく、

将来にわたり持続可能な公共交通ネットワークの構築に取り組んでいくため、このたび、公

共交通施策の基本的な指針となる「筑西市地域公共交通網形成計画」を策定いたしました。 

今後、市民の皆様をはじめ、交通事業者、行政など関係者が連携し、本計画の着実な推進

を図ってまいりたいと考えておりますので、皆様の一層のご理解とご協力をお願いいたしま

す。 

 

結びに、本計画の策定にあたり、貴重なご意見・ご提言をお寄せくださいました市民の皆

様方をはじめ、地域公共交通会議委員の皆様、並びに多くの関係者の皆様に心から感謝申し

上げます。 

 

 

   平成２９年３月 

                         筑西市長  須 藤  茂 
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１.計画の概要 
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1.1 計画策定の趣旨及び位置づけ 

筑西市の公共交通は、市域を東西、南北に縦横断する鉄道が軸となっているほか、交通不便

地域の解消や交通弱者の移動手段の確保を目的に、平成 19 年 10 月からデマンドタクシーが

運行されています。また、平成 20年 3月に路線バスが全廃されております。 

デマンドタクシーは、玄関先から目的地まで低料金で利用できる特徴を活かし、マイカーを

運転できない高齢者などの市内における移動手段として一定の役割を果たしております。しか

しながら、事前予約に基づき、効率的に運行するというもう一つの特徴が利用者にとって煩わ

しさとなっており、利用者は伸び悩んでおります。 

今後の人口減少、少子高齢化を考えますと、公共交通をめぐる状況はさらに厳しくなること

が予測されますが、従来の交通弱者に対する移動手段の確保といった視点のほか、定住促進や

地域社会の活力向上といった観点から、住み良いまちづくりや交流人口を拡大する手段として

公共交通の利便性を高める必要があります。 

公共交通の利便性向上のためには、事業者の努力や行政の支援は欠かせませんが、財政的な

負担には限界がありますので、将来にわたり、持続可能な公共交通体系のあり方について、市

民、事業者、行政など関係者が十分な協議を行い、適切に役割を分担しながら、公共交通の維

持・改善に取り組む必要があります。 

以上、本市の公共交通が抱える課題を踏まえ、効率性と利便性の向上を図りつつ将来にわた

り持続可能な公共交通体系の再構築に向けて、「地域公共交通の活性化及び再生に関する法律

(平成 19年法律第 59号)に基づき、既存公共交通の見直し、新たな交通サービスを検討するな

ど、施策の具体化のための推進方策等を設定し、今後の本市における公共交通施策の指針とな

る「筑西市地域公共交通網形成計画」を策定します。 

  

 1.計画の概要   
 

 

 

今後の本市における公共交通施策の指針となる「筑西市地域公共交通網形成計

画」を策定します。 
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1.2 計画の区域 

本計画は、筑西市全域に加え、周辺都市との結節に配慮する必要から広域連携バスの一部区

間となるつくば市の一部（筑波地区）を対象区域とします。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

図 1.1 対象地域 

1.3 計画の期間 

計画期間は、平成 29年度から平成 33年度までの 5年間とします。 
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1.4 計画の対象 

市民の安心・安全な生活を支える公共交通機関を幅広く計画の対象とします。既に運行され

ている鉄道、デマンドタクシー、タクシーに加えて路線バス等、新たな公共交通の可能性も含

めて検討を行います。 

 

1.5 計画策定の流れ 

計画は以下のフローに従って策定しました。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

図 1.2 計画策定のフロー 

 

2. 筑西市の現況 

〇地域の現状と課題 

3. 上位計画の整理 

〇マスタープランや観光・市街地活性化に関する計画等、公共交通に関連する上位計画等との整合性 

 

6. 地域公共交通の課題の整理 

○筑西市の地域公共交通で配慮すべき事項の検討 

 

筑西市地域公共交通網形成計画の策定 

1. はじめに 

〇計画策定の前提条件の設定 

4. 公共交通の現状 

〇各交通機関別の現状の整理 

 

5. 公共交通への市民意向・ニーズ 

〇アンケート等による市民等の公共交通利用や意向の把握 
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2.1 地域の現況 

筑西市の人口や経済活動の変化 

高齢化の進展と人口の減少 

将来の人口は、長期的に人口減少が続くと見込まれ、平成 47年(2035年)ごろには、概ね

83,000 人になり、少子化に加え高齢者の割合が高まる超高齢化が進むと見込まれます。 

年少人口と生産年齢人口は年々減少し、平成 47 年(2035年)ごろには、年少人口が 9.3％、

生産年齢人口が約 54.5％、老年人口割合は年々増加し、36.2％になると見込まれます。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

資料：国立社会保障・人口問題研究所「日本の地域別将来推計人口（平成 25（2013）年3月推計）」 

図 2.1 将来人口の推移 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   

 2.筑西市の現況   
 

 

 

本計画の策定に当たって、人口動態などの社会経済動向、施設配置、土地利用な

どの地域の現状を示します。 
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資料：国立社会保障・人口問題研究所「日本の地域別将来推計人口（平成 25（2013）年3月推計）」 

図 2.2 将来人口の 3区分人口構成比の推移 
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産業 

工業は、事業所数・従業者数ともに減少傾向にありますが、製造品出荷額は、平成 20 年

9 月のリーマン・ショックの影響を受けて落ち込んだ平成 21 年以降、増加傾向にあり、平

成 26 年の製造品出荷額は、6,289 億円となっています。 

製造品出荷額を近隣市と比較すると、平成 26 年時点で、小山市よりは低いものの、県内

近隣市の中では 1番多くなっています。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

図 2.3 製造品出荷額（近隣市比較） 

 

 

 

  

資料：工業統計調査 

 ※数値は従業員 4人以上の事務所のもの 

（単位：億円） 
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人口配置と人口の増減から見た現況 

地区別、年齢別人口 

人口が集中する地区は、下館地区、大田地区、新治地区となっています。65 歳以上の高

齢者の割合、20歳未満の割合を見るといずれの地域とも同様の傾向となっています。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

※バブルの面積は各人口で表示 

資料：住民基本台帳人口 

図 2.4 地区別人口の分布(平成 28年 10月)   
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資料：住民基本台帳人口 

図 2.5 年齢別地区別人口(平成 28年 10月)   
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人口の変動 

平成 17年から平成 27年の人口の増減は、竹島地区、養蚕地区以外ではすべての地区で減

少が見られています。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   (H17⇒H27)  

※バブルの面積は人口の増減数(赤いバブルは増加) 

 

 

 

 

 

資料：H17・27国勢調査 

図 2.6 地区別の人口変動 

地区 H17 H27 H27/H17 H27-H17

下館地区 6,901 6,146 89.1% -755

伊讃地区 6,122 5,793 94.6% -329

川島地区 9,212 8,918 96.8% -294

竹島地区 4,727 4,961 105.0% 234

養蚕地区 5,601 5,640 100.7% 39

五所地区 3,499 3,102 88.7% -397

中地区 5,130 4,718 92.0% -412
河間地区 2,494 2,295 92.0% -199
大田地区 16,094 15,290 95.0% -804

嘉田生崎地区 3,705 3,562 96.1% -143
関本地区 5,878 5,295 90.1% -583
河内地区 5,132 4,637 90.4% -495
黒子地区 4,552 4,110 90.3% -442
大村地区 6,494 5,852 90.1% -642
長讃地区 2,419 2,155 89.1% -264
上野地区 3,314 2,881 86.9% -433
鳥羽地区 2,015 1,786 88.6% -229
村田地区 2,757 2,402 87.1% -355
小栗地区 3,153 2,700 85.6% -453
新治地区 9,452 8,758 92.7% -694
古里地区 3,930 3,572 90.9% -358

合計 112,581 104,573 92.9% -8,008

久下田

ひぐち

折本

下館二高前

新治

玉戸

川島

大田郷

黒子

騰波ノ江

Ｎ
0 1.0 2.0km

小栗

新治

河間

竹島

古里

養蚕

村田

長讃

大村

鳥羽

嘉田生崎

中

五所

伊讃 下館

大田

川島

関本 河内

黒子

上野

-453(人) 

85.6%

-694(人) 92.7%

-199(人) 92%

-412(人) 92%

-397(人) 

88.7% 234(人) 105%

-329(人) 94.6%
-755(人) 89.1%

39(人) 100.7%
-358(人) 90.9%

-143(人) 96.1%

-804(人) 95%

-294(人) 96.8%

-495(人) 90.4%-583(人) 90.1%

-442(人) 90.3% -229(人) 88.6%

-642(人) 90.1%

-355(人) 87.1%

-433(人) 86.9%

-264(人) 

89.1%

105%以上

100～105%未満
98～100%未満

95～98%未満

90～95%未満

90%未満
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久下田

ひぐち

折本

下館二高前

新治

玉戸

川島

大田郷

黒子

騰波ノ江

1

下館

田町商店街

本城町商店街

大町商店街

駅前商店街

駅南商店街

川島地区商店街

神明商店街

下中山商店街

玉戸商店街

関本地区商店会

黒子地区商店会

海老ヶ島地区商店街

新治地区商店街

５０００（百万円）

２０００（百万円）

Ｎ
0 1.0 2.0km

施設立地（商業、産業、医療、公共施設）等の現状と課題 

商業施設の立地状況 

商店街、大型店舗いずれにおいても、商業施設は JR 水戸線の主要駅（川島駅、玉戸駅、

下館駅、新治駅）周辺及び黒子地区、関本地区、大村地区に立地しています。 

公共交通のネットワーク検討においては、これらの地区への配慮が必要となります。 

 

1) 商業施設（商店街） 

 

 

 

（年間商品販売額(百万円)） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

資料：平成 26年商業統計調査 

図 2.7 商業集積地区における売り場面積と 

年間商品販売額  

名　　称 売場面積（㎡）
年間商品販売額
(百万円)

　田町商店街 1,502 383

　本城町商店街 478 209

　大町商店街 1,813 345

　駅前商店街 6,189 3,696

　駅南商店街 14,700 9,911

　川島地区商店街 12,590 4,773

　神明商店街 10,240 6,332

　下中山商店街 1,845 1,606

　玉戸商店街 5,658 2,569

　関本地区商店会 569 304

　黒子地区商店会 1,323 479

　海老ヶ島地区商店街 5,570 2,634

　新治地区商店街 3,688 3,179
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2) 商業施設の分布（食品スーパー、総合スーパー） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

※普段の買い物を想定し、大型小売店を含む比較的規模の大

きい食品スーパー、総合スーパーを抽出 

※店舗面積は 1000㎡以上の大型小売店舗について記載 

資料：常陽地域研究センターARC、各店舗ホームページ等を

参考に作成 

 

図 2.8 食品スーパー、総合スーパーの分布  

久下田

ひぐち

折本

下館二高前

新治

川島

大田郷

黒子

騰波ノ江

1.下館

1

下館

玉戸モール(とりせん 下館店)

トライアル 筑西店

かましん 下館店

ヨークベニマル 筑西横島店
カスミ FOOD OFFストッカー下館店

カスミ フードスクエア下館南店

エコス 川島店

エコス 明野店

カスミ 協和店

エコス 下館岡芹店

スーパー塚田

エコス 関本店

エコス 下館東店

５,０００㎡

２,０００㎡

Ｎ
0 1.0 2.0km

(店舗面積(㎡)) 

名　　称 店舗面積

玉戸モール(とりせん　下館店) 11,019

トライアル　筑西店 6,978

かましん　下館店 3,437

ヨークベニマル　筑西横島店 2,945

カスミ　FOOD OFFストッカー下館店 2,537

カスミ　フードスクエア下館南店 2,483

エコス　川島店 1,732

エコス　明野店 1,448

カスミ　協和店 1,239

エコス　下館岡芹店 1,194

スーパー塚田 -

エコス　関本店 -

エコス　下館東店 -
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病院 

筑西市全体では、1,148の病床を有し、病床を持つ総合病院は、筑西市民病院、協和中央

病院、大圃病院等があります。これら病院については、公共交通の経由地または目的地とし

て検討する必要があります。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

資料：茨城県 HPより作成 

図 2.9 病院の分布  

(病床数(床)) 

久下

ひぐち

折本

下館二

新治

玉戸
川島

大田

黒子

騰波

Ｎ 0 1.0 2.0km

1.下館

下館

200（床）

100（床）

1

2
4

3

筑西市民病院

協和中央病院

大圃病院

三岳荘小松崎病院

下館病院

協和南病院

5

No. 名　　称 病床数 備考

1 筑西市民病院 173 総合病院

2 協和中央病院 199 総合病院

2 協和南病院 109 療養病床

3 大圃病院 199 総合病院

4 三岳荘小松崎病院 220 総合病院、デイケア

5 下館病院 198 精神科等
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事業所 

筑西市内の従業員数 100人以上の事業所の分布を見ると、市内全域に分布しており、特に

川島地区、下館地区、五所地区、伊讃地区等、市西部に多く分布しています。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                          資料：筑西市資料より作成 

 

図 2.10 従業員数 100人以上の事業所の分布 

 

 

  

工業団地 

久下田

ひぐち

折本

下館二高前

新治

玉戸

川島

大田郷

黒子

騰波ノ江

小栗

新治

河間

竹島

古里

養蚕

村田

長讃

鳥羽

嘉田生崎

中

五所

伊讃 1.下館

大田

川島

関本
河内

黒子

上野

1

下館

大村

下館第一工業団地

玉戸工業団地

つくば明野工業団地

関舘工業団地

つくば関城工業団地

玉戸工業団地

下館第二工業団地

従業員数（人）

1500

300

つくば明野北部工業団地
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観光・娯楽施設等 

鬼怒川・小貝川などの河川や筑波山を望む美しい景観を持つ筑西市では、下館祇園まつり

をはじめ様々な観光イベントが開催され、人を呼び込んでいます。 

県西総合公園、あけの元気館、筑西遊湯館等は利用者数も多いため、公共交通での利用の

可能性を検討する必要があります。 

 

                                 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

【施設利用者数】 

 

 

 

 

 

 

 

図 2.11 筑西市における施設利用者数 

                         とイベント入込客数  

183,000

90,000

50,000

27,000

25,000

20,000

20,000

20,000

18,000

15,000

13,000

11,000

10,000

8,400

6,000

4,000

3,600

3,000

3,000

1,900

700

0 100,000 200,000

下館祇園まつり

あけのひまわりフェスティバル

どすこいペア

商店街歩行者天国 だるま市

しもだて商工まつり

小貝川花火大会

小栗判官祭り

筑西ひなめぐり

灯ろう流し

川島地区花火大会

アートフェスタクラフトフェア

しもだて夜市

筑西市商工祭（明野）

下館盆踊り大会

軽トラ市(駅南)

筑西市商工祭（関城）

下館さくら祭り

梨の花まつり

駅なか・駅前ﾌｪｽﾀ

わっしょい市

みんなの生活展

H27年度入込客数

宮山ふるさとふれあい公園、あけの元

気館、関城社会体育施設、下館総合体

育館、明野社会体育施設、協和社会体

育施設は H25 年度利用者数 

1 日平均は 365 日で除した値 

 

施設
H26年度
利用者数

1日
平均

県西総合公園 289,210 792
あけの元気館 266,410 730
筑西遊湯館 217,294 595
宮山ふるさとふれあい公園 172,764 473
関城社会体育施設 97,934 268
下館総合体育館 93,994 258
明野社会体育施設 77,711 213
協和社会体育施設 52,987 145
しもだて美術館 27,835 76
板谷波山記念館 4,372 12

289,210

266,410

217,294

172,764

97,934

93,994

77,711

52,987

27,835

4,372

0 200,000 400,000

県西総合公園

あけの元気館

筑西遊湯館

宮山ふるさとふれあい

公園

関城社会体育施設

下館総合体育館

明野社会体育施設

協和社会体育施設

しもだて美術館

板谷波山記念館

H26年度 年間利用者数

名称 開催
Ｈ27年度
入込客数

下館祇園まつり　 7/23～26 183,000
あけのひまわりフェスティバル 8/29～9/6 90,000
どすこいペア 8/23 50,000
商店街歩行者天国　だるま市 1/12 27,000
しもだて商工まつり 11/21・22 25,000
小貝川花火大会 8/9 20,000
小栗判官祭り 12/6 20,000

筑西ひなめぐり 2/7～3/8 20,000
灯ろう流し 8/1 18,000

川島地区花火大会 8/2 15,000
アートフェスタクラフトフェア 3/26.27 13,000
しもだて夜市 7/12・10/18・2/28 11,000

筑西市商工祭（明野） 4/5 10,000
下館盆踊り大会 8/15・16 8,400
軽トラ市(駅南) 9/26 6,000
筑西市商工祭（関城） 11/3 4,000
下館さくら祭り　 4/5 3,600
梨の花まつり 4/12 3,000

駅なか・駅前ﾌｪｽﾀ 11/21 3,000
わっしょい市 6回 1,900
みんなの生活展 11/21・22 700

【イベント入込客数】 
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学校 

高等学校は県立下館第一高等学校、県立下館第二高等学校、県立下館工業高等学校、県立

明野高等学校の 4校あり、県立下館第一高等学校、県立下館第二高等学校の 2校でスクール

バスを運行しています。通学の不便さが生徒数の確保に影響しているとの意見もあります。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

資料：学校 HP及び H28年度調査結果、利用者数は茨城県企画部調べ 

図 2.12 筑西市における高等学校の配置とスクールバス運行状況 

【高等学校ヒアリング】（H28） 

・つくば市と筑西市境（菅間、北条など）の生徒の多くは下妻一高に流れてしまっている。公共

交通の有無によって高校を選択されている側面も少なからずあるように感じるので、新たなバ

ス路線運行で下館一高を選択してもらえるようになればよい。（下館一高） 

・スクールバスの運行は平成 23 年度から開始したが、生徒の自宅を考慮し毎年ルート設定を見

直すことで、つくば市から通う生徒も入学するようになった。高校選択の際、通学手段がある

かないかは非常に大きな判断材料になる。（下館二高） 

久下田

ひぐち

折本

下館二高前

新治

下館玉戸

川島

大田郷

黒子

騰波ノ江

Ｎ
0 1.0 2.0km

1.下館

1.県立下館第一高等学校

下館駅から1.1km

【スクールバス】

・真壁方面、結城・関城・明野方面の

2方向

・朝1便、夕方2便運行

・利用生徒数15人

2.県立下館第二高等学校

下館二高前駅から0.3km

【スクールバス】

・真壁方面、下館、明野方面の3方向

・朝2便、放課後3便運行

・利用生徒数30～40人が利用

3.県立下館工業高等学校

大田郷駅から0.8km

スクールバスなし

4.県立明野高等学校

下館駅から9.5km

スクールバスなし
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その他公共施設等 

その他公共施設は、筑西市各地区それぞれに点在し、下館地区、大田地区、川島地区、関

本地区、黒子地区、大村地区、新治地区等に集中しています。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

           図 2.13 筑西市における公共施設等の分布  

　　金融機関

No. 名　　称

1 結城信用金庫　下館支店

2 筑波銀行　筑西支店

3 常陽銀行　下館支店

4 足利銀行　下館支店

5 常陽銀行　協和支店

6 常陽銀行　玉戸出張所

7 常陽銀行　関城支店

8 常陽銀行　明野支店

9 東日本銀行　下館支店

10 水戸信用金庫　下館支店

11 結城信用金庫　下館南支店

12 筑波銀行　下館駅南出張所

13 筑波銀行　玉戸支店

14 結城信用金庫　川島支店

15 筑波銀行　協和支店

16 筑波銀行　関城支店

17 筑波銀行　明野支店

18 結城信用金庫　明野支店

19 ＪＡ北つくば本店･下館支店

20 ＪＡ北つくば下館南支店

21 ＪＡ北つくば関城支店

22 ＪＡ北つくば明野支店

23 ＪＡ北つくば協和支店

　 大規模集会施設

No. 名　　称

1 イル・ブリランテ

2 生涯学習センターペアーノ

 　図書館

No. 名　　称

1 市立中央図書館

2 市立明野図書館

　 社会福祉施設

No. 名　　称

総合福祉センター（複合施設）

心身障害者福祉センター

2 関城老人福祉センター

3 明野老人福祉センター（複合施設）

1

　　体育施設

No. 名　　称

1 下館総合体育館

2 下館トレーニングセンター

3 下館運動場

4 下館武道館

5 成田スポーツ公園

6 鬼怒緑地公園

7 関城体育館

8 関城体育センター

9 関城運動場

10 関城富士ノ宮球場

11 協和の杜体育館・協和の杜テニスコート

12 協和球場

13 協和サッカー場

14 明野トレーニングセンター・明野武道館

15 明野体育センター

16 明野運動広場

17 明野球場

18 明野中央公園

19 つくば明野工業団地スポーツ公園

凡例

　市役所・支所
　公民館

　大規模集会施設
　図書館

　社会福祉施設
　郵便局

　金融機関
　体育施設

　 郵便局

No. 名　　称

1 下館郵便局

2 関城郵便局

3 明野郵便局

4 協和郵便局

5 下館折本郵便局

6 下館西方郵便局

7 嘉田生崎郵便局

8 河間郵便局

9 五所郵便局

10 下館駅前郵便局

11 協和桑山郵便局

12 村田郵便局

13 小栗郵便局

14 下館横島郵便局

15 黒子郵便局

16 川島郵便局

17 下館大町郵便局

18 下館玉戸郵便局

19 関城霞台郵便局

20 中上野郵便局

　 公民館

No. 名　　称

1 中央公民館

2 伊讃公民館

3 川島公民館

4 竹島公民館

5 養蚕公民館

6 五所公民館

7 中公民館

8 河間公民館

9 大田公民館

10 嘉田生崎公民館

11 関本公民館

12 河内公民館

13 黒子公民館

14 明野公民館

15 協和公民館

　  市役所・支所

No. 名　　称

1 筑西市役所

2 筑西市役所下館庁舎

3 関城支所

4 明野支所

5 協和支所

6 川島出張所

久下田

ひぐち

折本

下館二高前

新治

玉戸

川島

大田郷

黒子

騰波ノ江

Ｎ
0 1.0 2.0km

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

4

5

2

1

6

3

2
110

2

3

4

5

6

7

8

9

11

12

13

14

15

16

18

17

19

20

2
3

1

12 3

4

5

6

7

8

9

10
11

12

15

16

17

13
14

18

1

2

下館

1

1

2

4

3

5

8

7

9

1

6

10

11

1213

14
15

16

19

17 18

11

20

21

19

22

23

2



2.筑西市の現況 

 

16 

 

2.2 地域の現況のまとめ 

人口や経済活動の変化 

長期的には人口減少が続くと見込まれ、さらに少子化に加え高齢者の割合が高まる、超高

齢化が進むと見込まれています。近年の人口変動を見ると、下館地区周辺の中心部より市の

外縁部で人口が減少する傾向が大きくなっており、中心市街地と周辺地域との連携について

十分検討する必要があります。 

経済活動では、製造品出荷額等では、リーマン・ショックの影響を受けて落ち込んだ平成

21 年以降からは増加傾向となっています。今後、さらに活力を向上させる観点から、買い

物や通勤者だけでなく、事業者の移動手段確保からの視点も必要となります。 

 

施設立地（商業、産業、医療、公共施設） 

商業施設では、JR 水戸線の主要駅（川島駅、玉戸駅、下館駅、新治駅）周辺及び黒子地

区、関本地区、大村地区に多く立地しています。事業所は市内全域に分布しており、特に川

島地区、下館地区、五所地区、伊讃地区等、市西部に多く分布しています。 

また、主要施設では病院（筑西市民病院、協和中央病院等）、観光施設（利用者数の多い

県西総合公園等）、公共施設（下館地区、大田地区、川島地区、関本地区、黒子地区、大村

地区、新治地区等に集中）等があり、これら施設においては、市民のニーズを踏まえながら

公共交通での連絡等を検討する必要があります。 
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3.1 上位計画と公共交通計画 

第２次筑西市総合計画基本構想（平成 29年度～平成 38年度） 

平成 19 年 3 月に策定された「筑西市総合計画」の検証結果を踏まえ、引き続き長期的展

望に立った行政運営を行うため、「第２次筑西市総合計画」が策定されました。計画では以

下のとおり、「拠点」、「土地利用」、「軸」の適正配置を行うことが示されています。 

1) 土地利用の基本的な考え方 

「都市機能の立地適正とネットワーク化」として、『快適で効率的な都市の形成を図るた

め、市の中心的市街地とその他の市街地を結ぶ骨格となる道路網や公共交通ネットワークを

構築するとともに、工業・物流機能が集積する地区については、広域交通網との快適なネッ

トワークの形成を図る。』としています。 

2) 土地利用構想（土地利用の方針) 

土地利用の方針として以下のように「拠点」を配置するとともに、拠点機能を支える「土

地利用」を設定し、魅力と活力にあふれたまちづくりを進めるとしています。 

≪拠点≫ 

●都市拠点 

下館駅周辺の既に都市機能集積が見られるエリアを「中心市街地」として位置づける

とともに、中心市街地とその周辺の市街地を「都市拠点」として位置づけ、それぞれが

連携し快適に暮らせる環境整備を図ります。 

●地区拠点 

主要な既成市街地等を「地区拠点」として位置づけ、位置的特性や既存集積機能等を

考慮しながら、都市機能の向上を図ります。 

●産業拠点 

既存工業団地等を工業・物流機能が集積する「産業拠点」として位置づけ、拠点の拡

大もしくは新規追加等も視野に、産業の振興などを促進します。 

●緑・歴史・文化・交流拠点 

運動施設、史跡、文化施設等を「緑・歴史・文化・交流拠点」として位置づけ、その

環境や機能の整備、充実を図ります。 

≪土地利用≫ 

●都市的土地利用ゾーン 

現在の市街化区域を基本として、都市拠点や地区拠点、産業拠点として位置づけた箇

所においては、市街化を促進する都市的土地利用を図ります。 

●田園生活ゾーン 

豊かな自然や農地、農村集落等の田園環境に恵まれた地域を田園生活ゾーンとして位

置づけ、豊かな環境の恵みを楽しみ、ゆとりある暮らしを創造していく地域とします。  

 3.上位計画の整理 
 

 

 

本計画の策定に当たって、都市計画マスタープランなどの計画における将来都市

構造、公共交通に係る施策・事業等の関連について整理します。 
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3) 土地利用構想（骨格的な連携軸の配置方針) 

骨格となる連携軸として、都市間連携の強化や市内拠点間連携により利便性の向上や交流

の活発化等を図る「交通軸」の形成を図るとしています。 

≪交通軸≫ 

都市拠点の形成、市民生活や、産業活動等を支える基盤として、環状型の「都市内連

携軸」と放射型の「広域連携軸」の形成を目指します。 

●都市内連携軸（内環状・外環状） 

都市拠点外周において集散する交通を円滑に処理する「内環状」と、地区拠点間を連

絡する「外環状」による都市内連携軸の形成を図り、市内移動の円滑化と地域特性を生

かした発展・交流を促進します。 

●広域連携軸 

JR 水戸線をはじめとする鉄道や、東西軸の国道 50 号や南北軸の国道 294 号、つくば

市と連絡する主要地方道筑西つくば線、筑西幹線道路等の放射道路を「広域連携軸」と

位置づけ、広域的な交流及び産業を支える基盤として、公共交通の充実及び道路の整備

等を促進するとともに、県南西地域や真岡市、宇都宮市などとの連携を図るため、南北

に新たな交通軸の整備を検討します。 

≪水と緑の環境軸≫ 

●河川 

市内を縦断する主要な河川沿いを「水と緑の環境軸」として位置づけ、親水性を確保

しながら、都市に潤いを与えるとともに交流を創出する空間の維持・創出を目指します。 

 

第２次筑西市総合計画 前期基本計画（平成 29年度～平成 33年度） 

基本計画は、基本構想を実現するための基本的な施策を体系的に示すもので、基本構想で

示された将来都市像を実現するための基本施策と基本施策に基づいた取組みを示すもので

す。 

その中で、公共交通の充実として、以下のとおり示されています。 

 

・あらゆる世代が快適に暮らすことができるコミュニティバス等の導入やデマンドタクシ

ー利用促進の改善を図るとともに、来訪者等の受け入れも視野に入れた公共交通の充実

を図ります。 

・通勤・通学等の利便性向上も視野に、鉄道事業者に対する輸送力増強や運行ダイヤの改

善を引き続き要望していきます。 

 

目標値として以下のとおり示されています。 

表 3.1 目標値 

目標項目 現況値（計画策定時） 目標値（平成 33年度） 

公共交通（鉄道、バス、デマン

ドタクシー）の 1 日平均利用者

数（人/日） 

7,921人 8,500人 
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■土地利用構想図 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

図 3.1  第２次筑西市総合計画 土地利用構想 

真岡、宇都宮方面との連携 

水戸との連携 

小山方面 

との連携 

筑波研究学園

都市との連携 

圏央道、 

常総方面 

との連携 

古河方面 

との連携 
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筑西市都市計画マスタープラン（平成 21年 3月） 

1) 交通体系の整備 

交通体系の整備により各生活拠点の交流・連携を高めるとともに、生活環境の充実を図る

ことで、安心で快適な活力ある都市づくりを進めることが必要としています。モータリゼー

ションが進展し、生活圏や産業圏等が広域化する中で、周辺都市との交流や連携は活力ある

まちを実現するうえで必要不可欠なものとなっており、筑西市は筑波研究学園都市や小山

市・宇都宮市などとの連携条件にも恵まれていることから、その近接性を生かし、つながり

を強化するとともに、人を引き込むような魅力的な都市づくりを進めることが重要としてい

ます。 

●筑西市内の「縁」を深める安心・快適な生活環境。 

●周辺の地域や都市との「縁」を高める魅力・活力づくり。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

図 3.2 筑西市都市計画マスタープラン（交通体系の整備） 
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2) 土地利用 

市街化を促進する「都市的土地利用ゾーン」、集落や田園等を保全する「田園的土地利用

ゾーン」を配置するとともに、都市的土地利用と自然的土地利用の相互の調和に配慮する区

域を「都市田園融合ゾーン」として構成するとしています。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

図 3.3 土地利用方針図 
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筑西市まち・ひと・しごと創生 人口ビジョン・総合戦略(平成 28年 3月)  

国や関係機関と連携し長期的に人口減少対策に取り組むため、平成 27 年 2 月に「筑西市

まち・ひと・しごと創生本部」を設置し、「筑西市 まち・ひと・しごと創生 人口ビジョ

ン・総合戦略」を平成 28年 3月に策定しました。 

2015（平成 27）年度から 2019（平成 31）年度までの 5カ年の戦略とし、筑西市人口ビジ

ョンで示した人口の将来展望を達成するため、「人口減少と地域経済縮小の克服」と「まち・

ひと・しごと創生と好循環の確立」を目指し、次の 4つの基本目標と、具体的な施策・事業

が位置づけられています。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

図 3.4 総合戦略の 4 つの基本目標と具体的な施策 

  

基本目標１ 若い世代の結婚・出産・子育ての希望をかなえる 

 (1)結婚・出産・子育てのライフステージに合わせた切れ目ない支援 

基本目標２ 筑西市における安定した雇用を創出する 

 (1)安定した雇用基盤の創出 

 (2)人と企業、企業間のマッチングを支援 

 (3)起業家を育成するインキュベーション機能の整備 

 (4)筑西市の個性や特性を活かした強い農業の育成 

 (5)筑西ブランド戦略によるプロモーション推進 

基本目標３ 筑西市への新しい人の流れをつくる 

 (1)若者の UIJ ターンの促進 

 (2)まちなかの魅力づくり 

 (3)シティプロモーションの推進 

 (4)新たな観光の拠点づくり 

 (5)都市・農村交流の推進 

 (6)移住・定住の促進 

基本目標４ 時代に合った地域をつくり、安心な暮らしを守るとともに、地域と地

域を連携する 

 (1)安心して暮らせる医療環境の充実 

 (2)地域コミュニティ活動の推進 

 (3)安心･安全で持続可能な社会を築くためのまちづくり 

 (4)高齢者が安心して暮らせるまちづくり 
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3.2 上位計画のまとめ 

第２次筑西市総合計画、筑西市都市計画マスタープランにおいて拠点間、広域の連携による

市の活力の向上が求められています。これらを実現するために、以下の 4つの視点から具体的

な手法を検討する必要があります。 

 

周辺都市と連携し、魅力あるまちづくりに寄与する公共交通体系の構築 

「筑西市都市計画マスタープラン」では、筑西市は筑波研究学園都市や小山市・宇都宮市

などとの連携条件にも恵まれていることから、その近接性を生かしたつながりを強化すると

ともに、人を引き込むような魅力的な都市づくりを進めることが重要としています。そのた

め、都市拠点（下館駅周辺）から地区拠点を経由し、本市と周辺都市とを結ぶ公共交通を検

討し、実現性のある路線について導入を検討する必要があります。 

 

都市拠点の機能強化を支え、にぎわいを創出する公共交通体系の構築 

「第２次筑西市総合計画」では、下館駅周辺の既に都市機能集積が見られるエリアを「中

心市街地」として位置づけるとともに、中心市街地とその周辺の市街地を「都市拠点」とし

て位置づけ、それぞれが連携し快適に暮らせる環境整備を図るとしています。また、主要な

既成市街地等を「地区拠点」として位置づける、位置的特性や既存集積機能等を考慮しなが

ら、都市機能の向上を図るとしています。そのため、今後のまちづくりを考慮した公共交通

体系の構築を検討することが必要となります。 

 

高齢になっても安心して利用できる公共交通体系の維持 

「第２次筑西市総合計画前期基本計画」では、あらゆる世代が快適に暮らすことができる

コミュニティバス等の導入やデマンドタクシー利用促進の改善を図ることが示されていま

す。デマンドタクシーの運行方法を改善し、より利用しやすい交通手段となるように運行形

態、利用しやすいシステムを構築するとともに、 デマンドタクシーが将来にわたり運行が

継続できるよう、運行形態の効率化、利用促進策等を検討する必要があります。 

 

自動車と共存しつつ、持続可能な地域公共交通の利用促進策の展開 

「第２次筑西市総合計画」における、「基本理念 自主・自立したまちづくりの強化」で

は、選択と集中・連携による効率的な行政運営及び新たな財源確保や財源の有効活用などに

よる計画的な財政運営を行い、永続的な行政サービスの提供と持続可能な地域経営基盤の確

立を目指すとしています。 

利便性向上を考慮しつつも、収支率など事業の採算性や費用負担のあり方なども十分に考

慮し、地域の関係者の役割分担を明確にし、将来にわたり持続可能な公共交通体系の構築を

検討する必要があります。
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4.1 鉄道の現状 

市内を東西に JR水戸線、南北に真岡鐵道真岡線、関東鉄道常総線が運行されています。 

JR下館駅を除き、すべての駅で 1日当たり乗車人数は 1,000 人/日に満たず、乗車人員の全

駅合計では、平成 16 年度を 100％とすると、平成 27年度は 84％と 16ポイント減少し、人口

当たり利用率では 7％程度となっています。 

運行本数は、1日当たり上下それぞれ 20～40本程度で、パーク＆ライド※駐車場も整備され、

利便性は確保されているものの、市民アンケート調査（平成 26 年度）では、鉄道を「年に数

回」、「利用しない」と回答した者が約 80％以上を占めています。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

注）JR水戸線は乗車人員、関東鉄道常総線及び真岡鐵道真岡線は乗降人数を記載 

図 4.1 駅別の 1日当たりの乗車人員（平成 27年度） 

  

 4.公共交通の現状 
 

 

 

これまでに整理した地域の現状、上位計画に加えて、公共交通の現状から、筑西

市における公共交通の課題を把握するための基礎資料とします。 
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※パーク＆ライド 

最寄りの鉄道駅またはバスターミナルまで自分自身が自家用車を運転し、駅やバスターミナ

ルの周辺に駐車して鉄道やバスに乗り継ぐ方式のこと。 
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運行本数は、1 日当たり上下それぞれ 20～40 本程度で、ある程度本数、利便性は確保され

ています。 

表 4.1 鉄道の運行本数（平成 28年度） 

 

 

 

 

 
 

 
注）関東鉄道常総線の（ ）内の数字は、快速列車の本数を示す。 

 

一方で、乗車人員の全駅合計では、平成 16 年度を 100％とすると、平成 27 年度は 84％と

16 ポイント減少し、人口当たり利用率では 7％弱となっています。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

注）ＪＲ水戸線は乗車人員、関東鉄道常総線及び真岡鐵道真岡線は乗降人数を記載 

図 4.2  駅別の 1日当たりの乗車人員の経年変動 

 平日一日の運行本数 

上り 下り 合計 

JR 水戸線 31 25 56 

真岡鐵道真岡線 22 22 44 

関東鉄道常総線 45（6） 45（7） 90（13） 

下館駅 玉戸駅 川島駅 新治駅 下館駅 大田郷駅 黒子駅 下館駅 下館二高前駅 折本駅 ひぐち駅

平成16年度 4,027 865 1,008 882 918 442 164 648 89 93 82 9,218 114,124 8.1%

平成17年度 3,928 851 987 837 1,012 442 184 723 88 102 92 9,246 112,581 8.2%

平成18年度 3,737 838 996 803 1,115 460 209 651 89 93 82 9,073 111,654 8.1%

平成19年度 3,727 837 966 785 1,195 431 215 695 77 82 85 9,095 111,009 8.2%

平成20年度 3,686 816 970 793 1,245 458 223 719 73 89 105 9,177 110,079 8.3%

平成21年度 3,548 811 886 698 1,105 346 176 613 71 78 88 8,420 108,976 7.7%

平成22年度 3,450 770 832 672 818 413 173 731 130 70 76 8,135 108,527 7.5%

平成23年度 3,332 707 768 623 1,014 342 163 683 75 62 72 7,841 107,654 7.3%

平成24年度 3,393 718 756 632 1,133 373 189 668 92 54 66 8,074 106,835 7.6%

平成25年度 3,386 725 776 630 1,086 380 201 655 90 52 71 8,052 105,816 7.6%

平成26年度 3,281 723 795 600 1,098 367 195 589 93 45 58 7,844 104,968 7.5%

平成27年度 3,327 693 768 625 1,084 340 165 579 86 44 53 7,764 104,344 7.4%

下館駅 玉戸駅 川島駅 新治駅 下館駅 大田郷駅 黒子駅 下館駅 下館二高前駅 折本駅 ひぐち駅

平成16年度 100.0% 100.0% 100.0% 100.0% 100.0% 100.0% 100.0% 100.0% 100.0% 100.0% 100.0% 100.0%
平成17年度 97.5% 98.4% 97.9% 94.9% 110.2% 100.0% 112.2% 111.6% 98.9% 109.7% 112.2% 100.3%
平成18年度 92.8% 96.9% 98.8% 91.0% 121.5% 104.1% 127.4% 100.5% 100.0% 100.0% 100.0% 98.4%
平成19年度 92.6% 96.8% 95.8% 89.0% 130.2% 97.5% 131.1% 107.3% 86.5% 88.2% 103.7% 98.7%
平成20年度 91.5% 94.3% 96.2% 89.9% 135.6% 103.6% 136.0% 111.0% 82.0% 95.7% 128.0% 99.6%
平成21年度 88.1% 93.8% 87.9% 79.1% 120.4% 78.3% 107.3% 94.6% 79.8% 83.9% 107.3% 91.3%
平成22年度 85.7% 89.0% 82.5% 76.2% 89.1% 93.4% 105.5% 112.8% 146.1% 75.3% 92.7% 88.3%
平成23年度 82.7% 81.7% 76.2% 70.6% 110.5% 77.4% 99.4% 105.4% 84.3% 66.7% 87.8% 85.1%
平成24年度 84.3% 83.0% 75.0% 71.7% 123.4% 84.4% 115.2% 103.1% 103.4% 58.1% 80.5% 87.6%
平成25年度 84.1% 83.8% 77.0% 71.4% 118.3% 86.0% 122.6% 101.1% 101.1% 55.9% 86.6% 87.4%
平成26年度 81.5% 83.6% 78.9% 68.0% 119.6% 83.0% 118.9% 90.9% 104.5% 48.4% 70.7% 85.1%
平成27年度 82.6% 80.1% 76.2% 70.9% 118.1% 76.9% 100.6% 89.4% 96.6% 47.3% 64.6% 84.2%

１日平均乗車
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計
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市民アンケート調査（平成 26 年度）では、鉄道を『年に数回』、『利用しない』と回答した

方が約 80％以上を占めています。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

図 4.3 鉄道の利用状況（市民アンケート調査（平成 26年度）） 

 

パーク＆ライドをはじめとする鉄道の利便性向上の施策は、順次進められています。特に下

館駅周辺の駐車場は整備が進んでおり、月極めや定期券利用者への割引も実施されています。 

 

表 4.2 パーク＆ライド可能駐車場（駅から半径５００ｍ以内の主要駐車場） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

資料：JR東日本・関東鉄道・筑西市 HPより抜粋 

 

  

1.7  

1.7  

1.8  

1.0  

1.4  

3.2  

3.0  

1.3  

4.3  

12.2  

10.2  

6.6  

39.0  

40.7  

27.1  

43.3  

49.6  

37.5  

50.6  

43.8  

3.9  

4.7  

7.2  

3.9  

0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90% 100% 

世帯の中の交通不便な人 

移動手段が無くて困る人 

免許を持っていない人 

全サンプル 

ほぼ毎日 週に数回 月に数回 年に数回 利用しない 無回答 

n=1,738 

n=415 

n=403 

年に数回または利用しない 

n=332 

駅から
台数 料金（円） 台数 料金（円） の距離

新治駅東駐車場 48台  1日  410円
一時利用台数
に含む。

4,600円 約25m

新治駅西駐車場 67台  1日  410円
一時利用台数
に含む。

4,600円 約25m

パーク＆ライド ＪＲ東日本 38台
 1日  500円
 (水戸線の利用者は400円)

約25m

下館駅前駐車場 筑西市 605台
 1時間以内無料
 以後30分ごと50円

一時利用台数
に含む。

6,000円 約100m

下館駅東駐車場 筑西市 130台
 1時間以内無料
 以後30分ごと50円

一時利用台数
に含む。

6,000円 約200m

下館駅前広場駐車場 筑西市 9台
 最初20分無料
 以後40分ごと100円

- - 約25m

関鉄下館駅前駐車場 関東鉄道 106台

（一般）
  5,000円
（常総線定期利
用）
  2,500円

約50m

パーク＆ライド 関東鉄道 10台
 無料
（常総線利用者に限る。）

約50m

大田郷駅 パーク＆ライド 関東鉄道 11台
 無料
（常総線利用者に限る。）

約10m

黒子駅
黒子駅Ｐ＆Ｒ無料

駐車場
関東鉄道 10台  無料 約50m

928台

下館駅

合計

管理主体駐車場名称駅名

新治駅

一時利用 月極利用

筑西市
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4.2 デマンドタクシー（のり愛くん）の現状 

 

デマンドタクシーの概要 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

◆デマンドタクシーの概要 

①実施主体 協同組合日専連しもだて（予約受付、配車等を担う事業者） 

②運行主体 市内タクシー事業者 7社（車両の運行を担う事業者） 

③利用対象 筑西市の区域内に住所を有する者 

④運行区域 筑西市内全域 

⑤運行車両 10台（セダンタイプ 5 台、ワゴンタイプ 5台） 

⑥運 行 日 平日（月曜日～金曜日）ただし、土日祝日、お盆、年末年始は運休 

⑦運行時間 午前 8時から午後 4時までの間で 30 分間隔にて運行 

⑧利用料金 大人 300円（中学生以上）、小人 200 円（小学生以下）、3歳未満児無料 

 

◆デマンドタクシーの特徴 

①複数の利用者の自宅等を経由し、相乗りでそれぞれの目的地まで送迎する。 

②自宅等から目的地まで利用者をドア toドア（戸口から戸口）で送迎する。 

③市内どこでも均一かつ低料金で利用できる。 

④利用目的に制限は無い。 

（公共機関や病院に限らず、買い物や友人宅への訪問など幅広く利用できる） 

（１時間前まで） 

（１時間前まで） 

（１時間前まで） 
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デマンドタクシー（のり愛くん）の利用状況 

利用者数は、サービス開始後、ほとんど変動が見られず、月や曜日毎に見ても利用者数の

変動は少なく、市民の足として定着している状況です。 

また、利用者は 60 歳以上の高齢者が 8 割以上を占め、主に、病院、福祉（公共）施設、

買い物施設（スーパー）への移動に利用されています。 

 

利用者数の変動を見ると、平成 20年度から変動はあまり見られず、概ね年間 38,000 人前

後の利用となっています。月別の変動もあまり見られません。 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

※ 平成 19年度のみ 10月から 3月までの半年間運行。平成 20年度以降は通年運行。 

※ 月別変動は平成 27年度の値 

 

 

図 4.4 デマンドタクシーの年別・月別利用状況 
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利用者数 1日あたり利用者数

年間利用者数（人） 1日あたり利用者数（人/日）

平成19年度 平成20年度 平成21年度 平成22年度 平成23年度 平成24年度 平成25年度 平成26年度 平成27年度 累計

 運行日数 121 240 238 241 242 240 239 238 240 2,039

 利用者数 17,663 38,554 38,375 38,303 37,704 37,266 37,828 37,715 37,763 321,171

 1日あたり利用者数 146.0 160.6 161.2 158.9 155.8 155.3 158.3 158.5 157.3 157.5

 利用登録者数 8,560 1,425 800 616 509 511 588 487 515 14,011

利用
状況

4月 5月 6月 7月 8月 9月 10月 11月 12月 1月 2月 3月 計
H27年度 3,214 2,822 3,446 3,453 2,917 2,979 3,323 2,923 3,145 2,892 3,140 3,509 37,763
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月別変動があまり見られなかったため、平成 27年 10月の実績データを基に、利用状況を

整理します。年齢別には高齢者が多く 60 歳以上は 8 割以上を占め、目的地では、病院、福

祉（公共）施設、買い物施設（スーパー）が上位を占めています。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 図 4.5 性別利用者数 図 4.6 年齢別利用者数 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

図 4.7 曜日別利用者数 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

図 4.8 時間帯別利用者数 

143.0
152.5

182.5

158.0

182.0

0.0

20.0

40.0

60.0

80.0

100.0

120.0

140.0

160.0

180.0

200.0

月 火 水 木 金

曜日別1日当たり利用者数（人） （H28.10）

男性, 784 , 

24.0%

女性, 2478, 

75.7%

不明, 10, 0.3%
性別利用者数（人） （H28.10）

～10代, 

38, 1.2%
20代, 21, 

0.6%

30代, 171, 

5.2%

40代, 160, 

4.9%

50代, 193, 

5.9%

60代, 406, 

12.4%

70代, 946, 

28.9%

80代, 1235, 

37.7%

90代, 92, 2.8%

不明, 10, 0.3%

年齢別利用者数（人） （H28.10）

320

491
456

437

258
302

407

214

387

平均利用者数, 

364

0

100

200

300

400

500

600

8時台 9時台 10時台 11時台 12時台 13時台 14時台 15時台 16時

時間帯別利用者数 平均利用者数

時間帯別利用者数（人） （H28.10）



4.公共交通の現状 

 

30 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

図 4.9 地区別利用者数 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

図 4.10 乗降場所ランク別利用者数 
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デマンドタクシー（のり愛くん）の収支状況 

経年的には安定した利用状況が見られ、収支の内訳も経年的な変化はあまり見られません。 

運行経費に占める補助金は約 8割を占め、利用者 1人 1回当たりの補助金支出額は約 1,500

円程度となっています。 

今後、利用者数の拡大、新たな公共交通と合わせた支出のあり方について検討する必要が

あります。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

図 4.11 デマンドタクシー（のり愛くん）の収支状況  
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 運賃収入等 9,401,200 12,324,900 11,607,500 11,641,200 11,216,000 10,798,800 11,136,900 11,001,100 10,482,000 99,609,600

 市補助金 27,449,119 54,842,774 58,318,418 58,670,990 59,537,790 56,966,792 53,488,906 54,696,477 55,700,612 479,671,878

 雑収入 8,881 15,726 4,943 3,093 2,578 2,431 2,823 2,933 2,395 45,803
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 支出計 36,859,200 67,183,400 69,930,861 70,315,283 70,756,368 67,768,023 64,628,629 65,700,510 66,185,007 579,327,281

74.47 81.63 83.39 83.44 84.14 84.06 82.76 83.25 84.16 82.80

1,554 1,422 1,520 1,532 1,579 1,529 1,414 1,450 1,475 1,494

17,663 38,554 38,375 38,303 37,704 37,266 37,828 37,715 37,763 321,171

収入

支出

運行経費に対する補助金の比率（％）

利用者ひとり当たりの補助金支出額（円）

 利用者数

オペレーター

経費, 

¥8,369,863, 
12.6%

交通事業者経費, 

¥48,205,215, 
72.8%

システム経費, 

¥5,466,811, 
8.3%

その他経費, 

¥4,143,118, 
6.3%

支出（H27）



4.公共交通の現状 

 

32 

 

既存の調査結果から見たデマンドタクシー（のり愛くん）等への評価 

のり愛くん利用者からは、継続してほしいが 9割以上あり、移動手段の少ない高齢者への

対応としては重要な位置づけとなっています。一方で利用していない人からは、「事前予約

が煩わしい。」「デマンドタクシーは利用者が固定化。」「時間が決まっている方が利用しやす

い。」などの改善への要望もあります。 

 

1) のり愛くん利用者の意見 

のり愛くん利用者へのアンケート（平成 23 年度 回答者 315 人）によれば、通院や買い

物に利用され、利用者は 60歳代以上が約 9割を占めています。 

また、「のり愛くん」以外の移動手段の有無は、「ない」が 4割を占めています。のり愛く

ん以外の交通手段は徒歩、自転車、バイクと回答した方が約 4割を占め、他の移動手段があ

るといっても、近距離の移動手段のみで、中長距離の移動手段がないことが把握されていま

す。利用者からは、継続してほしいが 9割を占めています。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

資料：のり愛くん利用者へのアンケート（平成 23年度 回答者 315人） 

図 4.12 デマンドタクシー（のり愛くん）の評価（のり愛くん利用者を対象） 
 

2) のり愛くん非利用者等の意見 

一方で普段利用していない人も含めたアンケートによれば、以下の意見があり、いつでも

乗れないデメリットも存在します。 

 

 

 

 

 

 

 

 

図 4.13 市民アンケート（平成 26年度）での自由意見（抜粋）  

・事前予約が必要など煩わしい。 

・デマンドタクシーは利用者が固定化。 

・急用や時間が無いときに不便。 

・土日も運行して欲しい。 

・時間が決まっている方が利用しやすい。 

・小型のバスでもいいから、今まであったところにバスが欲しい。 

・朝や夕方など時間帯を限ってバスを運行してもらうだけでもいい。 

・同じ方向の人を集めたり、部活など団体利用を受け入れることは考えられる。 
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のり愛くんの利用の特徴 

のり愛くん利用者の動きを見ると、下館地区内の移動や、下館⇔他地区等特定の地区間で

の利用に集中しています。鉄道、バス、タクシーなど他公共交通機関との連携や補完につい

ても検討することが有効と考えられます。 

 

 

 

 

 

※平成 25 年 10 月のうち、利用者数が最多日であった 17 日（木）のデータを使用して、利

用状況を整理した。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 調査日：平成 25年 10月 17日（木） 

 

図 4.14 のり愛くん利用者の地区内の動き  

Ｎ
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下館地区
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•内々利用2（1.0）

明野地区

• 内々利用 5（2.5）

関城地区

• 内々利用 3（1.5）

・地区内の動きは、下館地区の内々利用が 56.7％で最も多く、次に下館地区とその他の 3 地

区を結ぶ利用が 11％ずつで多い。 

・下館地区以外の地区での動きは、数人単位で、多くはない。 

・全利用者の動きを見ると、市民病院、協和中央病院のほか、下館駅の北側に立地する医療施

設の利用が目立つなど、下館駅周辺に集中していることがわかる。 



4.公共交通の現状 

 

34 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 調査日：平成 25年 10月 17日（木） 

 

図 4.15 利用者の地区内の動き 
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4.3 タクシーの現状 

タクシー輸送人員は平成 20 年度を 1.0 とすると平成 27 年度は 0.62と利用者は減少傾向

にあります。デマンドタクシーと比較すると、輸送量で 5.4 倍、1回当たりの輸送距離では

0.8倍とデマンドタクシーよりも輸送量は大きく、短い輸送距離となっています。 

 

表 4.3 タクシーとデマンドタクシーの輸送状況の比較 

 

 

注）デマンドタクシー輸送距離は H25.10の値 

 

タクシーは、筑西市内で 9社が運行し、配置駅は下館駅、川島駅、新治駅となっています。

タクシー輸送人員は平成 20 年度を 1.0 とすると平成 27 年度は 0.62 と利用者は減少傾向に

あります。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

図 4.16 タクシーの配置駅と年間の輸送量の推移 
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4.4 送迎バス等の現状 

主に、協和中央病院と高校、企業（工業団地）について送迎バスの運行があります。 

 

表 4.4 施設ごとの送迎バスの運行状況 

施設 送迎の状況 

協和中央病院 新治駅・下館駅巡回 8 時台、11時台 2 本（月～金） 

関城方面 8 時台、12時台 2 本（月～金） 

真壁・明野方面 9 時台、13時台 2 本（月～金） 

新治駅・下館駅巡回 9 時台、10時台、12時台 3 本（土） 

下館方面 8 時台、11時台、12時台 2 本（土） 

高校 下館第一高校 真壁方面、結城・関城・明野方面の 2方向 

朝 1便、夕方 2 便運行 

下館第二高校 真壁方面、明野方面の 2方向 

朝 2便、放課後 3便運行 

下館工業高校 送迎なし（大田郷駅から徒歩 10 分） 

明野高校 送迎なし 

企業 工業団地 一部の企業で送迎 

 

4.5 自動車交通と公共交通 

都市別の自家用乗用車普及台数（世帯当たりの普及台数）で見ると、筑西市は全国で１位

であり自動車への依存が高くなっています。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

平成 26年 3月末現在 

 

図 4.17 都市別の自家用乗用車の普及台数（上位 10都市）（軽自動車を含む）  

1世帯当た
り台数

1人当たり
台数 保有台数

1 筑西市(茨城県) 1.886 0.677 74,187
2 西尾市(愛知県) 1.827 0.634 107,660
3 掛川市(静岡県) 1.783 0.627 74,061
4 白山市(石川県) 1.777 0.64 72,302
5 伊勢崎市(群馬県) 1.742 0.682 143,849
6 那須塩原市(栃木県) 1.721 0.676 80,350
7 福井市(福井県) 1.706 0.629 168,465
8 小松市(石川県) 1.704 0.635 69,248
9 太田市(群馬県) 1.701 0.682 150,795

10 東近江市(滋賀県) 1.697 0.609 70,659
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1.742
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4.6 広域ネットワークの必要性 

広域での人の移動状況を見ると、筑西市内から市外への移動は通勤で約 19,000 人、通学

で約 2,700 人、筑西市外から市内への移動は通勤で約 15,600人、通学で約 1,400人となって

います。ただし、自動車利用などで公共交通を利用しないトリップも含まれています。 

なお、市民の生活行動範囲は周辺自治体と密接な交流があるものの、公共交通の利用者減

少に伴い、周辺自治体と本市とを結ぶ民間路線バスが廃止される中、公共交通を必要とする

市民からは、周辺自治体と本市とを結ぶ広域的な公共交通を望む声が寄せられています。 

今後、広域的なまちづくりや観光振興などの地域戦略を見据えた「広域的な公共交通体系

のあり方」について、周辺自治体と連携・協力を深めていく必要があります。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

資料：平成 22年国勢調査 

図 4.18 通勤流動の主な動き 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

出典：平成 22年国勢調査 

図 4.19 通学流動の主な動き 
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商圏の人口吸収率は、行政人口の約 112％であり、吸収率は桜川市や結城市からが高く、

流出率は下妻市や栃木県が高くなっています。余暇圏の吸収率は桜川市や下妻市からが高く、

流出率は栃木県や下妻市が高くなっています。これらのうち、鉄道で結ばれていない地域間

を中心に新たな公共交通で連絡することが考えられます。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

資料：常陽地域研究センター「2013 茨城県生活行動圏調査報告書」 

 

図 4.20 商圏・余暇圏 
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4.7 公共交通の現状のまとめ 

鉄道 

鉄道の利用者数は、平成 16年を 100％とすると、平成 27年は 84％と 16ポイント減少し、

人口当たり利用率では 7％弱となっています。 

運行本数は、1 日当たり上下それぞれ 20～40 本程度で、パーク＆ライド駐車場も整備さ

れ、利便性は確保されているものの、市民アンケート調査（平成 26年度）では、鉄道を『年

に数回』、『利用しない』と回答した方が約 80％以上を占め、市民の足として利用しやすい

公共交通への検討が必要となります。 

 

デマンドタクシー 

筑西市では、平成 20 年に路線バスが廃止されて、デマンドタクシー（のり愛くん）が導

入されましたが、利用者からは一定の評価を受けるようになっているものの、次のような課

題が挙げられます。 

 

①利用者からは一定の評価を受けているものの利用者には偏りがある。 

・平成 27 年度利用者数 37,763 人 実利用者約 1,800 人 1 人当たりの年間利用回数 21 回

（約 10往復） 

※実利用者数は平成 26年公共交通の課題の整理及び検証・評価に関する報告書より 

・平成 27 年人口 104,344 人のうちの 1,800 人、約 2％が利用するに過ぎない⇒利用機会拡

大が必要と考えられます。 

②市補助金は、利用者ひとり（1回）当たりの補助金支出額約 1,500円となる。 

年間利用者が約 37,000人ある中で、利用者一人当たり約 1,500円の補助支出額。 

今後、利用者数の拡大、新たな公共交通と合わせた支出のあり方についても検討する必要

があります。 

 

タクシー 

タクシー輸送人員は平成 20 年を 1.0 とすると平成 27 年度は 0.62 と利用者は減少傾向に

あります。新たな公共交通、鉄道、デマンドタクシーとの役割分担についても配慮する必要

があります。 

 

自動車交通と公共交通の役割分担の必要性 

自動車交通中心の筑西市における公共交通の位置づけを明確にする必要があります。 

自動車への依存が高くなっている中で、公共交通を維持するためには、市民のニーズに合

った、利便性の高いものである必要があります。 

 

広域ネットワーク 

筑西市内から市外への移動は通勤で約 19,000 人、通学で約 2,700 人、筑西市外から市内

への移動は通勤で約 15,600 人、通学で約 1,400 人となっています。今後広域ネットワーク

の必要性を検討する必要があります。 
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Ⅰ.市民アンケート調査 

市民全体を対象とした調査を実施しました。主婦や、家族と住む学生等のニーズの把握も

重要であり、これらあらゆる属性の移動行動も把握できるように、世帯主と家族を調査対象

としました。調査は平成 27 年 10 月 8 日配布、11 月初旬までに回収、市民アンケート配布

は地区ごとの人口比により割り振り、1,000 世帯に配布、436 世帯、920 人から回答を得て

います。 

【調査項目】 

（1）属性  

居住地、家族構成、年齢、職業等基本的属性を把握し、分析に活用しました。 

（2）移動手段の状況  

車の保有、日常生活における移動手段の状況全般について把握しました。 

（3）日常生活における外出状況について 

通勤・通学、買い物、通院、その他について、どこに、いつ、どのような手段で移動

しているかを把握しました。 

（4）新たな公共交通への要望の把握への対応  

公共交通（バス路線を中心に）の計画に対応できるように、乗らない人も含めて、公

共交通を検討すべきか、自分が利用するか、どのような利用の仕方をするか、希望ルー

ト・施設、利用する条件等を把握しました。 

Ⅱ. デマンドタクシー利用者アンケート調査 

のり愛くん利用者へ直接アンケート票を配布し、郵送にて回収しました。 

配布数は、300票とし、調査実施は平成 27 年 11月配布、12月末まで回収、有効回答

数は 129票（回収率 43％）です。 

【調査項目】 

（1）属性  

居住地、家族構成、年齢、職業等基本的属性を把握し、分析に活用しました。 

（2）移動手段の状況 

車の保有、日常生活における移動手段の状況全般について把握しました。 

（3）のり愛くんでの外出状況について 

買い物、通院、その他目的で、いつ、どのような移動をしているかを把握しました。 

（4）のり愛くんの利用状況について 

満足度や改善してほしいこと、市内の移動手段として公共交通（のり愛くんも含む）

を利用する場合、特に重要だと考えることを把握しました。 

（5）新たな公共交通への要望の把握への対応 

公共交通（バス路線を中心に）の計画に対応できるように、乗らない人も含めて、公

共交通を検討すべきか、自分が利用するか、どのような利用の仕方をするか、希望ルー

ト・施設、利用する条件(料金や運行時間)等を把握しました。 

 5.公共交通への市民意向・ニーズ  
 

 

 

市民の公共交通利用やニーズを把握することにより、既存公共交通の改善や新たな

公共交通のあり方、適切な交通機関の共存の方法を分析するための情報を収集・分析

しました。 
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5.1 市民アンケート調査から見た市民意向・ニーズ 

市民の世代別から見た留意点 

移動手段が無く不便を感じている割合は全体では 5.3％ですが、10 歳代の 15.8％、70 歳代

の 6.4％、80歳代の 32.3％と高齢者や若者が不便を感じている割合が高くなっています。  

世代に配慮した場合、自動車を保有しない高齢者や若者の移動手段確保への配慮が必要と考

えられます。 

 

 

 

 

 

 

 

図 5.1 移動手段が無く不便とする割合(市民アンケート調査) 

 

市民の外出行動別からみた留意点 

通勤･通学 

通勤･通学者の割合は市民全体の約半数あり、通勤で約 9 割、通学で約 3 割が自分の運転

する自動車を、通学の約 3割が家族の運転する自動車を利用しています。また、通学で鉄道

を利用する割合は 7割あり、そのうち約 4割が家族の運転する自動車で乗車駅まで移動して

います。 

通勤･通学に配慮した場合、通学時に鉄道駅への移動手段確保への配慮が重要と考えられ

ます。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

図 5.2 通勤・通学時の利用交通手段(市民アンケート調査) 
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買い物 

下館市街地は市内全域からの流入があり、川島・玉戸・海老ヶ島・新治市街地は隣接する

地区から流入、関本・黒子市街地は地区内の利用がほとんどとなっています。 

買い物に配慮した場合、下館市街地は市内からの広域に配慮した移動手段、川島・玉戸・

海老ヶ島・新治市街地は隣接する地区を結ぶ移動手段確保への配慮が必要と考えられます。 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

図 5.3 居住地別の買い物先(下館地区及び玉戸地区) (市民アンケート調査) 
 

また、全年齢では、自動車利用が約 8割を占めていますが、10歳代、70歳以上では徒歩・

自転車等の利用が多くなっています。買い物だけで見た場合でも高齢者や若年者への配慮が

必要と考えられます。 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

図 5.4 年齢別の買い物先までの移動手段(市民アンケート調査) 
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通院 

通院先では、大田地区が 16.3％、新治地区が 15.4％と最も多くなっています。他の地区

については周辺地区からの利用がほとんどです。なお、定期的な通院を行う割合は、70 歳

代以上で 6割前後に達しています。 

通院に配慮した場合、大田地区・新治地区は市内からの広域に配慮した移動手段、その他

の地域は地区内または隣接する地区を結ぶ移動手段確保への配慮が必要と考えられます。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

図 5.5 全市民の通院先の分布(市民アンケート調査) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

図 5.6 年齢別の通院先までの移動手段(市民アンケート調査) 
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市民の公共交通に対する要望から見た留意点 

1) 公共交通の将来への不安 

高齢者は、公共交通の将来について、不便・不安を感じる割合が多くなります。60 歳代

から将来、車を運転できないことに不安を感じる割合が高くなっています。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

図 5.7 公共交通への将来への不安 

2) 将来的な公共交通のあり方に対する要望 

「バス路線等の導入を検討してほしい」とする割合は全体で 3～4 割程度あります。年齢

が高くなるほど、「デマンドタクシーを利用しやすくしてほしい」とする割合が高くなって

います。また、「自分も必要なので検討すべき」が約 2 割強、「自分は乗らないが高齢者や学

生に配慮し検討すべき」が約 5割と、約 7割強が検討の必要性を示しています。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

図 5.8 将来的な公共交通のあり方に対する意向 
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図 5.9 バス路線の整備検討に対する意向(市民アンケート調査) 

 

 

また、バス路線整備後の利用意向については、（外出先と合うルートであれば）「頻繁に乗

る」、「たまに乗る」が全体で 3 割程度あり、特に高齢者と若者の割合が高くなっています。

50～60 歳代では「運転できなくなったら乗るかもしれない」の割合が高くなっています。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

図 5.10 将来的な公共交通のあり方に対する意向(市民アンケート調査) 
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3) バスの利用意向 

バス路線が整備されたら利用する・たまに乗るとした割合は全体で 3割程度です。下館地

区や川島地区等比較的利便性の高い地区でも利用意向は高くなっています。 
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図 5.11  バスの利用意向(市民アンケート調査) 
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5.2 デマンドタクシー利用者アンケート調査から見た市民意向・ニーズ 

次に、デマンドタクシーを実際に利用した方を対象とした、「デマンドタクシー利用者アン

ケート調査」をもとに現状のサービスへのニーズや課題を示します。 

 

デマンドタクシーの満足度 

デマンドタクシー利用者の満足度を見ると、60 歳以上のすべての年代で約半数以上が満足

と回答するなど、一定の評価を受けており、デマンドタクシーがこれらの方の重要な足として

位置づけられていることが認められます。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

図 5.12 デマンドタクシーの満足度（デマンドタクシー利用者アンケート調査） 

 

年齢層別の移動困難者 

デマンドタクシー利用者の日常生活における移動手段の状況を見ると、「のり愛くんを使う

ため、不便は感じない」と回答者全体で約 4割、70歳代で約 6 割を占めるものの、「移動手段

が無く不便」とする方も約 2割～3 割いることから、移動手段確保、公共交通利便性向上の課

題があります。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
          

図 5.13 日常生活における移動手段の状況（デマンドタクシー利用者アンケート調査）  
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公共交通を利用する際に重視すること 

移動手段として公共交通を利用する場合、特に重視することを聞いたところ、「自宅など希

望の場所から乗車できる」が約 60％と最も多く、次いで、「土・日・祝日も利用できる」が約

50％と続き、「バス停など決められた場所から乗車できる」とした方は約 20％です。このこと

から、デマンドタクシーの利用者の多くは、現在の運行形態（ドア to ドア）を望む声が高い

ことが伺えます。一方、デマンドタクシー利用者の煩わしさとなっている事前登録や事前予約

がいらないことを重視するとした方は、それぞれ約 3％、約 16％と他と比べて低い結果となっ

ています。このことから、デマンドタクシー利用者の多くは、事前登録や事前予約そのものに

抵抗があるのではなく、利用したいときに予約がとりにくい現状に対して改善を望んでいるこ

とが伺え、その改善検討の必要性は高いと考えられます。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
             

図 5.14 公共交通を利用する際に重視すること（デマンドタクシー利用者アンケート調査） 

 

デマンドタクシーの改善要望 

のり愛くん利用者の改善要望は、「予約をとりやすくしてほしい」が最も多く、全体では約

半数、80歳以上の 65.1％が予約についての改善を要望している状況です。そのほか、「土日に

利用できない」、「運行時間が短い」等の意見が出されています。 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

図 5.15 デマンドタクシーの改善要望（デマンドタクシー利用者アンケート調査） 
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バス路線の整備検討に対する意向 

バス路線の整備検討に対する意向は、「自分も利用したい、必要なので、ぜひ検討すべき」

が、約 4割弱となっています。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

図 5.16 バス路線の整備検討について（デマンドタクシー利用者アンケート調査） 
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5.3 公共交通への市民意向・ニーズのまとめ 

市民アンケート調査から見た市民意向・ニーズのまとめ 

市民アンケート調査結果からの市民意向・ニーズのまとめを以下に示します。 

 

世代や年齢別の移動手段確保の必要性 

高齢者は、運転免許保有率も低く、今後安全に運転できなくなったら運転をやめることも

考えており、現在も移動手段が無く不便を感じている割合が高くなっています。(80 歳以上

の約 3割が不便) 

また、移動手段が無く不便を感じている割合は 10歳代でも高くなっています。 

 

移動の状況 

1) 通勤・通学 

通勤で約 9割、通学で約 3割が自分の運転する自動車を、通学の約 3割が家族の運転する

自動車を利用しています。 

一方、鉄道利用者の中でも約 6割は自分や家族の車で駅まで移動する状況にあります。 

2) 買い物 

買い物での移動は 30～70 歳代で多く、特に下館市街地への買い物が圧倒的に多くかつ市

内の全域から流入が見られました。その他川島市街地、玉戸市街地、関本市街地、海老ヶ島

市街地、新治市街地についても他の地区からの流入が見られることから、新たな公共交通で

はこれらを結ぶことを検討する必要があります。 

移動手段の少ない高齢者において、近くで買い物をする傾向が高くなり、徒歩、自転車、

家族が運転する車の割合が高くなっています。 

3) 通院 

大田地区や新治地区へ、市内全域からの通院者が多くなっています。ただし、若い世代で

は定期的に通院している割合が少ないことから、全体の需要を検討しながら新たな公共交通

でこれらを結ぶ必要性を検討する必要があります。 

定期的な通院を行う割合は、70 歳代以上では 6 割前後に達しており、徒歩・自転車・バ

イクや家族の送迎車で移動する場合が多くなっています。デマンドタクシー利用者は高齢者

を中心に 2％程度となっています。 

 

市民の公共交通への考え 

1) 市民の要望 

上記移動の実態の中、高齢者や若者では、公共交通が不便なことに不安を感じ、路線バス

への検討へのニーズは全ての年代で 3～4 割程度あります。市民全体では利用率の少なかっ

たデマンドタクシー改善へのニーズも高くなっています。 

2) バス路線への要望 

バス路線については、整備されたら頻繁に乗るが約 1割、たまに乗るが 2割となっていま

す。路線については自宅から市内の駅や市内の目的地が多くあげられています。  
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3) バス路線へのサービスへの要望 

「自宅の近くにバス停」はいずれの世代ともニーズが高いが、自宅からバス停まで 10 分

未満が約 7 割、運行本数 3～5 本が約 2 割を占めています。これらのサービスを確保し、利

用者数についてもある程度維持できるかが課題と考えられます。 

 

今後の対応の課題 

地区別の新たな公共交通へのニーズ、サービス水準（運行形態、運行本数・時間帯・ルー

ト・目的地）、また、鉄道駅までの運行要望も高いことから鉄道との適切な役割分担、デマ

ンドタクシーとの役割分担等について今後さらに検討を行う必要があります。 

 

 

デマンドタクシー利用者アンケート調査から見た市民意向・ニーズのまとめ 

市民アンケートの結果によれば、のり愛くん利用は買い物目的の 1％(70 歳代 1.9％、80

歳代の 9.1％)、とそれほど多くはありません。ただし、のり愛くん利用者アンケートによ

ると、高齢者などの移動しにくい人にとっては重要な足となっていることが把握されました。 

特に、全国と比較しても自動車の分担率が高く、公共交通の分担率の低い筑西市において、

自動車を利用しない人に、交通の足をどのように確保するか、現状の「のり愛くん」の利便

性を確保しながら、持続できる環境整備を進めることが大きな課題となります。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

全国の人口 10～20万未満の市をプロット 

資料：平成 22 年国勢調査 

 

図 5.17 通勤・通学時の自家用車及び公共交通(路線バス・鉄道)分担率 
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高齢者や単身・高齢夫婦等を含め、車を持たない世帯への対応の必要性 

デマンドタクシー利用者は、70 歳代以上が約 6 割を占め、単身者や夫婦のみの世帯も多

くなっています。また、免許保有率も低くなっています。70 歳代のうち「のり愛くんを使

うので不便でない」としたのは約 6割あり、重要な足としての位置づけが認められます。た

だし「移動手段が無く不便」が 2割程度あり、サービス改善の余地はあります。 

 

サービスの課題 

予約については、約 9 割が前日以前に行っていますが、「予約がとりにくい」、「土日に乗

れない」、「運行時間が短い」等の課題が指摘されています。改善要望でも「予約をとりやす

く」は要望全体の約 5割となっています。 

 

サービス改善の方向性 

車両数や運行回数に限りがある中で、サービスを確保しながら効率的に運行する方法(運

行エリア、本数、時間帯、曜日)についての検討を要するものと考えられます。のり愛くん

の利用距離をアンケート結果から見ると自宅から 5kmを超える乗車も 4割近くあり、運行エ

リアを検討し長距離移動より短距離移動への位置づけを検討することも考えられます。 

利用頻度について見ると、月に数回利用が 5割以上を占め、運行本数を増やしただけでは、

利用者数の確保が困難となる可能性があります。 

今後、バスを中心とした新たな公共交通との役割分担についても検討が必要となります。

70 歳代までについては、外出先とルートが合えばバスに乗るとしている人は 7 割弱存在し

ます。公共交通において、高齢者が特に重要だと考えることは「自宅など希望の場所から乗

車できる」とのことから、「特定地域のみデマンド型にする」、「停留ポイントを複数決め経

路は自由とする」、「停留ポイントとしての目的施設を限定する」等の対応についても検討し、

効率的な運行が可能かを検討する必要があります。 
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その他市民の意向・ニーズ 

路線バス等公共交通改善への要望は高くなっており、学生、若い世代からは、「路線バス

等公共交通改善」への要望が高く、既存公共交通と共存できる新たな公共交通（路線バス、

コミュニティバス等）の導入について検討する必要性が考えられます。 

その他、生活者に関するアンケートから公共交通に関する要望等を示します。公共交通改

善について、若い世代や学生から要望され、特に公共交通（路線バス）へのニーズが高くな

っています。 

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

資料：結婚・出産・子育てに関する市民アンケート調査結果  

筑西市内の 20～40代の若い世代を対象 平成 27年度 n=418） 

 

図 5.18 生活環境について、特に優先して取り組むべき施策 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

資料：学生の定住に関するアンケート調査結果 

高校生 平成 27年度 n=556 

 

図 5.19 筑西市に住み続けたいと思うような魅力ある地域にするために必要と思われる支援策  
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市民意向・ニーズのまとめ 

周辺都市と連携強化を図る必要性 

通勤・通学、通院、買い物先ともに市外へ行く場合が多く見られます。 

また、通勤・通学者の割合は市民の約半数あり、通勤時には約 9割、通学では 3割が自分

の運転する自動車を利用しています。一方で、通学で鉄道を利用する割合は 7割を占めてお

り、このうち約 4割は家族の運転する車で移動しています。このことから、自宅と鉄道駅を

結ぶ移動手段を公共交通で確保する必要性が比較的高いと考えられます。鉄道駅へのアクセ

ス性を向上させるなど既存の幹線系交通を利用しやすくするとともに、移動実態から、現在

鉄道で結ばれていない地域への広域の連携にも配慮する必要もあると考えられます。 

 

市民生活の移動性を確保する必要性 

1) 移動手段の少ない方への配慮 

筑西市では、自動車の保有率が高い状況にあります。一方で、移動手段が無く不便を感じ

ている割合は全体では 5.3％ですが、高齢者や若者が不便を感じている割合が高くなってい

ます。これらの世代に対しては特に移動手段確保の対応の必要性が高いものと考えられます。 

 

2) 買い物を行う都市拠点や地区拠点への移動手段確保への配慮が重要 

買い物は平均すると週に 2.1回行なわれています。買い物先では下館市街地は市内全域か

らの流入があり、川島・玉戸・海老ヶ島・新治市街地は隣接する地区から流入、関本・黒子

市街地、大田郷駅・下館二高前駅・折本駅・ひぐち駅については地区内での利用がほとんど

です。買い物に配慮した場合、下館市街地は市内全域からの移動手段に配慮し、川島・玉戸・

海老ヶ島・新治市街地は隣接する地区を結ぶ移動手段確保への配慮が重要と考えられます。 

 

3) 通院では大田地区・新治地区は市内全域からの移動手段確保への配慮が重要 

通院は平均すると月に 1.5 回行なわれていますが、60 歳以上に限って見ると 2.4 回とや

や多くなります。通院先では大田地区 16.3％、新治地区が 15.4％と最も多くなっています。

また、他の地区への通院については周辺地区からの利用がほとんどを占めており、移動手段

確保の観点からは、大田地区・新治地区については市内全域からの移動手段確保、その他地

域は地区内または隣接地区内の移動手段確保に配慮することが重要と考えられます。 

 

公共交通の利用者を確保しながら地域のにぎわい確保に貢献する必要性 

バス路線が整備されたら利用する・たまに乗るとした割合は全体で 3割程度となっており、

下館地区や川島地区等比較的利便性の高い地区でも利用意向は高くなっています。これらを

踏まえ、利用者確保に配慮しながら公共交通を検討する必要があります。 

また、前述したように、買い物や通院等に配慮し、各拠点間を連絡することで、地域のに

ぎわいを確保することが必要と考えられます。 
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6.1 地域公共交通の課題 

「地域の現状」、「公共交通の現状」、「上位計画の整理」、「市民意向・ニーズ」を踏まえると、

筑西市における地域公共交通の課題は以下の 4つの視点から整理できます。 

 

 

「筑西市都市計画マスタープラン」では、筑西市は筑波研究学園都市や小山市・宇都宮市な

どとの連携条件にも恵まれていることから、その近接性を生かしたつながりを強化するととも

に、人を引き込むような魅力的な都市づくりを進めることが重要としています。そのため、都

市拠点（下館駅周辺）から地区拠点を経由し、本市と周辺都市とを結ぶ公共交通を検討する必

要があります。 

一方で、市民アンケート調査（平成 26 年度）では、鉄道を『年に数回』、『利用しない』と

回答した方が約 80％以上を占めるなどの課題があり、市民のニーズに合った利用しやすい交

通体系が必要となります。 

◆市内の都市拠点(下館駅周辺地域)とつくば市など、周辺都市との連絡による連携強化 

◆幹線系交通と支線系交通の相互連携による、鉄道駅までのアクセス、パーク＆ライド、バリ

アフリー等の結節性を高めるサービスの改善 

 

 

 

「第２次筑西市総合計画」では、下館駅周辺の既に都市機能集積が見られるエリアを「中心

市街地」として位置づけるとともに、中心市街地とその周辺の市街地を「都市拠点」として位

置づけ、それぞれが連携し快適に暮らせる環境整備を図るとしています。また、主要な既成市

街地等を「地区拠点」として位置づけ、位置的特性や既存集積機能等を考慮しながら、都市機

能の向上を図るとしています。 

一方で、近年の人口変動を見ると、下館地区周辺の中心部より市の外縁部で人口が減少する

傾向が大きくなっており、中心市街地と周辺地域との連携について十分検討する必要がありま

す。 

◆都市拠点（下館駅周辺地域）と地区拠点の連絡による都市拠点の機能強化 

◆病院、学校、商業施設、公共施設などへのアクセスに配慮することによるにぎわい創出 

  

 6.地域公共交通の課題の整理 
 

 

 

前章までに整理した「地域の現状」、「公共交通の現状」、「上位計画の整理」、

「市民意向・ニーズ」を踏まえ、地域公共交通の課題を整理します。 

1. 周辺都市と連携強化を図る必要性 

2. 都市拠点の機能強化とにぎわいを創出する必要性 
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「第２次筑西市総合計画前期基本計画」では、あらゆる世代が快適に暮らすことができるコ

ミュニティバス等の導入やデマンドタクシー利用促進の改善を図ることが示されています。 

地域内運行バスの検討やデマンドタクシーの運行方法を改善し、だれもが利用しやすい公共

交通体系を構築するとともに、デマンドタクシーが将来にわたり運行が継続できるよう、収支

改善、運行効率化、利用促進策等を検討する必要があります。 

今後の高齢化の進展、移動手段の少ない高齢者や若者などへの対応の必要性を踏まえると、

以下に配慮することが重要です。 

◆移動手段の無い高齢者や若者などが日常生活で円滑に移動できること 

◆移動が困難な方を中心に活用されているデマンドタクシーが、より利用しやすい交通手段と

なるよう、運行方法の改善検討 

◆デマンドタクシーが将来にわたり運行が継続できるよう、収支改善、運行効率化、利用促進

策等の検討・実施 

 

 

 

「第２次筑西市総合計画」における、「基本理念 自主・自立したまちづくりの強化」では、

選択と集中・連携による効率的な行政運営及び新たな財源確保や財源の有効活用などによる計

画的な財政運営を行い、永続的な行政サービスの提供と持続可能な地域経営基盤の確立を目指

すとしています。 

利便性向上を考慮しつつも、収支率など事業の採算性や費用負担のあり方なども十分に考慮

し、地域の関係者の役割分担を明確にし、将来にわたり持続可能な公共交通体系の構築を検討

する必要があります。 

◆利便性向上を考慮しつつも、収支率など事業の採算性や費用負担のあり方、運行経路や運営

方法、運行本数等、サービス水準とニーズとの整合 

◆今後サービスを維持する上でも、利用者の拡大は不可欠なため、公共交通の認知向上のため

の PR、利便性向上のための案内板やバスロケーションシステム※などの導入検討 

 

  

3. 高齢者などが安心して移動できる公共交通体系を構築する必要性 

4. 市民のニーズに合った持続可能な公共交通を展開する必要性 

 

※バスロケーションシステム 

バスに搭載した車載器などにより現在位置を把握し、インターネットや携帯電話などを

通じて、利用者に対して運行状況やバス停への接近情報などを表示・提供することにより、

バス利用の利便性の向上を図るシステムをいう。 
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6.2 課題解決に向けた方向性 

課題解決に向けた具体的な施策の展開の必要性 

本市では、交通不便地域の解消や交通弱者の移動手段の確保を目的に、筑西市地域公共

交通会議における協議を踏まえ、タクシー事業者や商工団体の協力を得て、平成 19年 10

月からデマンドタクシーの運行を開始しました。それに伴い、平成 20 年 3 月に路線バス

が全廃されるなどの公共交通の改変が行われました。 

その後、社会経済環境が変化する中で、市民意向・ニーズの把握、地域公共交通会議に

よる検討などを踏まえながら公共交通の改善を行ってまいりましたが、今後、課題解決に

向けた具体的な施策をさらに進める必要があります。 

 

課題に対するこれまでの取組み 

これまで、「1.周辺都市と連携強化を図る必要性」、「2.都市拠点の機能強化とにぎわい

を創出する必要性」、「3.高齢者などが安心して移動できる公共交通体系を構築する必要

性」、「4.市民のニーズに合った持続可能な公共交通を展開する必要性」などの観点から、

幹線系交通（鉄道、広域連携バス等）、支線系交通（地域内運行バス、デマンドタクシー、

タクシー等）、さらにそれぞれの公共交通の利便性向上や利用促進などについて継続して

検討・実施し、課題解決に向けた取組みを行っています。 

 

課題解決に向けた方向性 

現状の公共交通として運行されている鉄道、デマンドタクシー、タクシーに加えて、今

後新たな公共交通（広域連携バスや地域内運行バス）を検討する場合、既存公共交通と適

切な役割分担を行う必要があります。その際、今後高齢化が進む中で、自家用車の利用が

できずに移動が困難となる市民の足を確保することが重要な留意点となります。自動車へ

の依存の傾向が高い本市では、鉄道やタクシーの利用者は減少していますが、今後利便性

向上等を図りながら、市民が求めるサービスを展開する必要があります。 

これまで本市が実施してきた検討内容を踏まえ、解決に向けた方向性を示します。 
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6.3 周辺都市との連携強化、都市拠点の機能強化の課題解決に向けた方向性 

6.3.1 対応の視点 

筑西市では利用者の減少などから平成 20 年 3 月に路線バスが全廃されていますが、今後、

新たな公共交通としてバス路線を設定する場合、以下に配慮し効率的・効果的に配置する必要

があります。 

○高齢者の足として、デマンドタクシーは有効に機能している。 

○一方で、事前予約が必要等の理由で、毎日の通勤・通学、買い物、子供の送迎等には使

用しにくく、利用者が限られている等の課題がある。 

 

○今後、導入を検討するバス路線は、需要がある程度見込める（市民ニーズの高い）拠点

間を結ぶ定時・定路線の交通サービスが想定できる。 

 

○バス路線導入検討の流れ 

 バス路線の導入検討は、デマンドタクシーなど既存公共交通との役割分担を踏まえな

がら検討するものとし、バス路線の役割を明確にしたうえで、導入すべき地域（地区拠

点）、運行ルート、運行形態など具体的な検討を進める。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

（留意事項） 

・フィーダー※機能をどこまで配慮するか。 

・重要度（需要・目的）の高い路線を優先して選定する。⇒社会実験（実証運行）を実施 

・連絡すべき市民ニーズが高い施設や地区に配慮する。 

・需要が見込めない地区や地区間は、既存のデマンドタクシーを活用する。 

  

1 必要となるサービスの設定（なぜ運行するか） 

2 ターゲットの設定（だれを対象にするのか） 

3 拠点及び連絡すべき拠点間の設定（どこの地区、ルートを運行するか) 

4 実施主体、関係者の設定 （だれが運行するのか） 

5 運行方法の設定（何を、いつ、どのように運行するのか） 

（何を）運行形態 （どのように）車両種別･運賃 （いつ）運行時間･運行頻度 

6 その他の検討事項 

・サービス水準を設定したうえでの需要予測、採算性検討等 

・継続性を踏まえた事業収支（運行経費、運賃収入）の試算 

・運行開始後の運行継続、拡充や廃止など見直し基準の検討  など 

 
※フィーダー 

「支線系交通」として運行される交通網を指し、拠点間を結ぶ「幹線系交通」に対して、

主に地区内の拠点と住区等を結ぶ機能を持つ。「幹線系交通」と「支線系交通の階層化」を図

り、効率的な公共交通ネットワークの構築を図ることが有効とされる。 
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必要となるサービスの設定 （なぜ（why）運行するか） 

これまで整理した公共交通の現状や、市民のニーズを踏まえると、交通不便地域の存在

や、市民生活（買い物や通院）の移動性確保の必要性が明確になりました。必要となるサ

ービスは以下に配慮する必要があります。 

表 6.1  必要となるサービス 

 

ターゲットの設定 （だれを（whom）対象にするか） 

市民のニーズから見た公共交通の課題からは、高齢者層に加え、学生等の移動手段確保

の必要性が明確になりました。特に配慮すべきターゲットは、以下が想定されます。 

 

表 6.2 ターゲットの設定 

 

拠点の設定 （どこの（where）地区で運行するか) 

「第２次筑西市総合計画」では、下館駅周辺の既に都市機能集積が見られるエリアを「中

心市街地」として位置づけるとともに、中心市街地とその周辺の市街地を「都市拠点」と

して位置づけ、それぞれが連携し快適に暮らせる環境整備を図るとしています。また、主

要な既成市街地等を「地区拠点」として位置づけ、位置的特性や既存集積機能等を考慮し

ながら、都市機能の向上を図るとしており、これらの拠点を連絡することが重要となりま

す。 

  

配慮事項 必要となるサービス 

◆都市拠点の機能強化を支え、にぎわ

いを創出する公共交通体系の構築 

・ 都市拠点と地区拠点や地区拠点間を結

ぶ公共交通の導入の検討 

・ 都市拠点内の主要施設を結ぶ公共交通

の導入の検討 

・拠点間の市民の移動手段を効果的に確保する。 

・市民生活（買い物、通院、通勤・通学）の移動手段を

確保する。 

・市街地を中心に魅力ある地域を形成する。 

・既存公共交通を有効活用し、役割分担を図る。 

・下館市街地内または周辺の移動手段を確保する。 

◆周辺都市と連携し、魅力あるまちづ

くりに寄与する公共交通体系の構築 

・ 鉄道で結ばれていない周辺地域や都市

を結ぶ公共交通の導入の検討 

・広域（市外）への通勤等の移動手段を確保する。 

・広域（市外）から又は広域（市外）への買い物等の移

動手段を確保する。 

公共交通利用者層 ターゲット 特に配慮すべき者に◎ 

高齢者層 
デマンド利用 ◎高齢者のうちデマンドタクシー利用者、交通弱者等 

デマンド非利用 ◎高齢者のうちデマンドタクシー非利用者 

中高年・団塊層 車を利用する傾向の高い中高年等 

学生、通学者層 ◎市内外高校への通学者 

通勤者層 ◎市内外からの通勤、市外への通勤者 

主婦・子連れ・ファミリー層 ◎主に若い世代 

観光、業務来訪者層 ◎観光又は業務での市内来訪者 



 6.地域公共交通の課題の整理 

 

60 

 

連絡すべき拠点間の設定 （どこの（where）地区と地区を結ぶか) 

平成 27年に行った市民アンケートに基づき、発着地別のバス利用意向を整理しました。その

結果、都市拠点（下館駅周辺）と地区拠点とを結ぶ方向でのニーズが高くなっています。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

図 6.1 発着地区別のバス利用意向 

 

≪留意事項≫ 

 トリップ※は、市民アンケートで把握した「居住地別、行先別、目的別の移動頻度」と「自

分の外出先と合うルートであればバスが導入されたら利用するか」に「居住地別の人口」

を加味し、「1 人 1日当たり居住地別行先別目的別のトリップ数×地区別 15 歳以上人口×バス導

入で乗るとした割合」により算出しています。 

 

  

（100 トリップ以上を表示） 

 

※トリップ 

トリップとは、人がある目的をもってある地点からある地点へと移動する単位の

ことをいう。 
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ひぐち
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Ｎ
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251
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2000トリップ以上

1000～2000トリップ未
700～1000トリップ未

500～700トリップ未満

300～500トリップ未満

300トリップ未満

(バス利用トリップ数)

全目的 トリップ/日

往復を含む
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320
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150トリップ未満
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(バス利用トリップ数)

全目的 トリップ/日
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前述の結果を踏まえ、ニーズの高い拠点間の組み合わせは以下のとおり設定できます。 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
          

 

（50トリップ以上を表示）  

図 6.2  発着地別のバス利用意向から見たニーズの高い拠点間の組み合わせ 

下館地区⇔養蚕地区⇔村田地区⇔大村地区（⇔つくば市） 

を結ぶ移動           ※つくば市との連携 

下館地区⇔-大田地区⇔川島地区 

を結ぶ移動 

下館地区⇔新治地区⇔小栗地区⇔河間地区⇔竹島地区 

を結ぶ移動 

下館地区⇔古里地区⇔新治地区 

五所地区⇔大田地区（⇔下館地区）を結ぶ移動 

          ※鉄道との連携 

川島地区⇔関本地区⇔河内地区⇔黒子地区 

（⇔大田地区⇔下館地区）を結ぶ移動 

 ※鉄道との連携 

真岡鐵道真岡線の利用が可能 

関東鉄道常総線の利用が可能 

大村地区との移動手段確保を検討 

（デマンドタクシーを含めた移動手段の確保を検討） 

 デマンドタクシーを含めた移動手段の確保を検討 

 
①下館地区⇔養蚕地区⇔村田地区⇔大村地区（⇔つくば市） 

②下館地区⇔-大田地区⇔川島地区 

③下館地区⇔新治地区⇔小栗地区⇔河間地区⇔竹島地区 

④下館地区⇔古里地区⇔新治地区 

⑤五所地区⇔大田地区（⇔下館地区） 

⑥川島地区⇔関本地区⇔河内地区⇔黒子地区（⇔大田地区⇔下館地区） 
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大村地区⇔村田地区

下館地区⇔大田地区

下館地区⇔下館地区

大田地区⇔大田地区

川島地区⇔川島地区

川島地区⇔大田地区

下館地区⇔伊讃地区

下館地区⇔川島地区

下館地区⇔新治地区

下館地区⇔竹島地区

新治地区⇔新治地区

下館地区⇔小栗地区

下館地区⇔河間地区

小栗地区⇔新治地区

下館地区⇔古里地区

新治地区⇔古里地区

下館地区⇔五所地区

五所地区⇔大田地区

下館地区⇔河内地区

川島地区⇔関本地区

関本地区⇔関本地区

大田地区⇔河内地区

下館地区⇔関本地区

下館地区⇔中地区

下館地区⇔黒子地区

大村地区⇔上野地区

大村地区⇔鳥羽地区

大村地区⇔長讃地区

下館地区⇔嘉田生崎地区

下館地区⇔長讃地区

伊讃地区⇔大田地区

黒子地区⇔黒子地区

下館地区⇔上野地区

大田地区⇔新治地区

大田地区⇔嘉田生崎地区
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ニーズの高い拠点間の組み合わせを踏まえ、下表の A～C の役割に配慮し、今後バス路線の

検討を行う必要があります。 

表 6.3 連絡すべき拠点間の設定（案） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

図 6.3 拠点及び連絡すべき拠点間の設定（案） 

バス路線の役割 連絡すべき拠点間 
 

A.基幹系交通として地域間連携

バスの連絡拠点間として設定 
 

 

①下館地区⇔養蚕地区⇔村田地区⇔大村地区⇔つくば市 

 

B.鉄道との乗継利用や下館市街

地内循環等の一部として利便

性を高める 
 

 

②下館地区⇔大田地区⇔川島地区 

 （下館地区内、大田地区内、川島地区内） 

 

C.鉄道との乗継利用として相互

連携を図る 
 

 

③下館地区⇔新治地区⇔小栗地区⇔河間地区⇔竹島地区 

④下館地区⇔古里地区⇔新治地区 

⑤五所地区⇔大田地区（⇔下館地区） 

⑥川島地区⇔関本地区⇔河内地区⇔黒子地区（⇔下館地区） 
 

  ※ 

バス潜在需要 

 

700～ 
500～700未満  
300～500未満  
200～300未満  
50～200未満  
0～ 50未満  

Ⓐ 

Ⓑ 

Ⓒ 

Ⓒ 

Ⓒ 

Ⓒ 
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6.3.2 優先度の評価 

連絡すべき拠点間におけるバス路線導入の検討に向けて、バス路線の需要を試算するための

ルートを仮設定し、この試算用ルートをベースにバス利用需要を算定し、バス路線の必要性や

優先順位を設定しました。 

なお、バス路線のルート決定に当たっては、今後、市民や関係者での意見等を踏まえ、実証

運行等を経て本格導入の検討を実施することが必要となります。 

 

 
    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

図 6.4  バス路線の試算用ルート設定 

≪留意事項≫ 

ここで示したルートやバス停留所は、バス路線の導入検討に際して想定されるバス路線

の比較検討を行うために仮設定したものであり、今後、バス路線の導入検討に際しては、

利用者ニーズを十分に踏まえる必要があります。 

①下館地区⇔養蚕地区⇔村田地区⇔大村地区（⇔つくば市） 

 

②下館地区⇔-大田地区⇔川島地区 

③下館地区⇔新治地区⇔小栗地区⇔河間地区⇔竹島地区 

⑤五所地区⇔大田地区（⇔下館地区） 

④下館地区⇔古里地区⇔新治地区 

⑥川島地区⇔関本地区⇔河内地区⇔黒子地区 



 6.地域公共交通の課題の整理 

 

64 

 

新たに導入するバス路線については、仮設定したルートの中から、広域連携の観点から必要

とされるルート（下表①）、利用者が最も多いと見込まれるルート（下表②）を優先度の高い

ルートとして選定し、市全体の利便性を高めるためにバス路線の有効性を検証するための実証

実験運行を行います。 

残るルートについては、デマンドタクシーとの役割分担や連携のあり方のほか、優先して実

施するルートの実証実験運行の検証を踏まえ、引き続き導入可能性の検討を進めます。 

 

表 6.4 見込まれるバス需要の試算値と優先度の評価 

 

≪留意事項≫ 

この試算値は、市民アンケートから、バス停から 500ｍ以内のバス利用意向人口を抽出した

ものであり、実際に利用されるバス利用者数ではないことに留意する必要があります。 

バス需要は、「15 歳以上のバスルート 500ｍ以内の人口×1 日の目的別移動回数×バス整備により

利用するとした割合×顕在化率」によって算出します。実際のバス利用では、「バスの認知度」「自

動車利用からの転換の可能性」「自動車や運転免許保有率」等の地域特性に影響を受けること

が想定され、実証運行の結果を踏まえ地域の顕在化率（実際にバスを利用する比率）を乗じる

ことが必要となります。従って、ここで示している試算値は、バスへの認知が市民にいきわた

り、求められる運行形態が満たされた場合の最大の需要という位置づけとなっています。 

そのため、今後、バス路線の導入検討に際しては、多様な利用者ニーズと合致したサービス

水準を確保すべく、実証実験運行などを行い、利用状況を詳細に把握しながら改めて需要予測

を行うほか、利用促進に向けた取組みを行う必要があります。 

 

  

バス路線 

（試算用ルート） 

試算値 

上段:日当たり 

下段:延長当たり 

特 徴 
優先度 

（案） 

①下館-大村線 
約 280人／日 

約 25人／km 

・基幹系交通としての位置づけ 

・つくば市等との連携を図る 
◎ 

②下館-玉戸-川島循環 
約 1,100人／日 

約 52人／km 

・都市拠点内循環 

・利用者が最も多いと見込まれる 
◎ 

③下館-新治-小栗線 
約 430人／日 

約 18人／km 

・下館循環に次いで需要が見込める 

 
○ 

④下館-古里-新治線 
約 180人／日 

約 15人／km 

・需要はやや少ない 
△ 

⑤玉戸-五所線 
約 70人／日 

約 5人／km 

・需要は最も少ない 
△ 

⑥川島-関本-下館線 
約 280人／日 

約 15人／km 

・需要はやや少ない 
※全需要の半数以上(約 150 人)を黒子～嘉

田生崎から下館駅への需要が占める 
△ 



 6.地域公共交通の課題の整理 

 

65 

 

6.4 高齢者などが安心して移動できる公共交通体系の課題解決に向けた方向性 

デマンドタクシーは、自宅から目的地まで直接行けることを望む高齢者などの一定の役割を

果たしています。一方で、住民・利用者からは、「予約をとりやすくしてほしい」、「運行頻度

を増やしてほしい」といった声があるほか、運行継続に向けた収支改善などの課題があります。

そのため、運行効率の向上、収支改善、利用促進に向けた見直し・改善が必要となります。 

以下にデマンドタクシーの課題と対応の視点を示します。 

 

6.4.1 デマンドタクシーでの問題点・課題 

運行方法での問題点・課題 

デマンドタクシーの運行事業者に対するヒアリング結果等により、デマンドタクシーの

実際の運行方法と課題について整理すると、次のとおりとなります。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

図 6.5 運行方法での問題点・課題 

  

【デマンドタクシーの運行の仕組み】 

 ① オペレーターの役割 

   ・利用者からの電話による予約受付 （平均 5分程度） 

   ・1日ごとの予約リストの作成 （2日前から当日まで） 

   ・利用者への予約変更等の連絡 （調整による配車、時間等の変更） 

   ・電話履歴による折返しの電話確認 （通じなかった場合の予約対応） 

   ・各時間帯における予約状況に基づく、送迎経路の設定 

   ・運転手への予約状況の送信 

 

 ② 運転手の役割 

   ・タクシー車載 PCの情報確認 

   ・予約利用者の送迎 

   ・利用料金（チケット）の事業所での精算 

 

 

【デマンドタクシーの運行方法から見える課題】 

○予約受付時間の改善 

 利用者の多くが高齢者であり、予約内容の確認、世間話など電話対応に時間がかか

る。 

○予約受付件数の限界 

 基本的に予約から経路設定まで、人手による部分が多く、現在の受付人数を超える予

約への対応は難しい。 

○車両の増加、オペレーターの増員 

 人手による運行には限度があり、増車、増員によっても経費が増える割に改善効果は

見込みにくい。 
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市民アンケートによるデマンドタクシーの利用状況と改善要望事項 

平成 26 年度に市民に対して実施したアンケート調査の結果をまとめると、次のとおり

となります。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

図 6.6 改善要望から見た問題点・課題 

 

【のり愛くんの認知度】 

・全体的には、78.1％の人が知っている。 

・関城地区の認知度が 73.5％と他地区と比較してやや低い。 

・性別では、女性の方が 85.5％の人が知っている。 

・年齢別では、30歳代までは「知らない」割合の方が多く、また、60歳代以上では、80％

以上の人が知っている。 

 

【のり愛くんの利用の有無】 

・全体的には、89.8％が利用しておらず、利用者は 4.9％となっている。 

・性別では女性の 18.6％が利用しているか、又は以前利用していた。 

・年齢別では、80歳代以上の人の 31.9％が利用している、又は以前利用していた。 

 

【のり愛くんの満足度】 

・「ふつう」という回答が 30.3％で目立っている。無回答が 55.4％あり、高齢者の場合利

便性の判断がしにくいということも考えられる。 

・50歳代以上で、不満の割合が満足の割合よりもやや多い。 

 

【のり愛くんに望む改善内容】 

・「土日祝日も利用できるようにする」が 14.1％、「予約をとりやすくする」が 13.1％、

「特に改善してほしいことはない」が 11.8％である。 

・「土日祝日も利用できるようにする」という回答が多いのは、地区別では下館地区、性

別では男女とも、年齢では 50歳代以下と 70歳代である。 

【市民アンケートの結果から見える「デマンドタクシー」の課題】 

・全体的に多くの人が知っているが、30歳代以下の若年層で認知度が低い。 
 

・認知度が高いわりに、利用している人は 4.9％に過ぎず、利用しない人の多くは、自動

車等の代替交通手段があると回答している。 
 

・「以前利用していたが今は利用していない」と回答した方が『利用している』と回答し

た者と同数程度おり、これらの方に再び利用されるサービス改善が必要と考えられる。 
 

・「土日祝日も利用できるようにする」というサービスの拡大や、「予約をとりやすくす

る」というサービス体制の改善を望む声が多く、平日以外の利用、予約のとりやすさ等

のサービス改善が必要と考えられる。 



 6.地域公共交通の課題の整理 

 

67 

 

6.4.2 デマンドタクシーの見直し・改善の方向性（対応の視点） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

図 6.7 デマンドタクシーの見直し・改善の方向性（対応の視点） 

  

 

①利用者増加に対応するため、現在の運行体制（予約・配車体制）を見直す。 

②住民ニーズを踏まえ、現在の運行内容（利用方法・運行日・運行時間）を見直す。 

③収支改善のために、現在の運行経費や新たな収入確保に向けた見直しと、受益者負担の観

点から現在の利用料金の適正化を図る。 

④利用促進のための効果的な広報・PR活動を行う。 

⑤公共交通の役割分担のほか、運行効率を高めるため、運行形態の見直しと、需要に対する

運行台数や車種の適正化を行う。 

 

見直し・改善に際しては、鉄道＋バス＋デマンドタクシー＋タクシーを一体的に組み合わ

せ、相互に役割分担、補完しあう持続可能な公共交通ネットワークの構築を目指すものとし、

実証実験運行を行うバス路線の導入状況や効果検証と併せ、デマンドタクシーの位置付けや

運行形態、サービス水準等の考え方を整理する必要がある。 

 

デマンドタクシーは、特に、自宅から目的地まで直接行けることを望む高齢者などの移動

手段として一定の役割を果たしている。 

一方で、住民・利用者からは、「予約をとりやすくしてほしい」、「運行頻度を増やしてほ

しい」といった声があるほか、運行継続に向けた収支改善などの課題がある。 

そのため運行継続に向け、収支改善、運行効率の向上、利用促進に向けた見直し・改善が

必要である。 

現状 

方針 

デマンドタクシーの見直し・改善の視点 

高齢化の進展や利用促進による利用者増加に対応できる運行体制とするため、 

「収支改善」、「運行効率向上」、「利用促進」を一体的に行う必要がある。 
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6.4.3 デマンドタクシーでの現状・課題と対応の視点のまとめ 

 

①予約・配車システムの見直し 

現状・課題 

・予約センターでの配車業務は、自動化されておらず、予約受付から送迎ルート設

定及び配車まで基本的にオペレーターの土地勘や経験に頼っている。そのため、

オペレーターの負担が重く、改善に対しての柔軟性に欠け、需要増に対する対応

が難しい。 

・住民や利用者の改善要望事項として、予約のとりやすさを望む声があるが、予約し

にくい現状を受けてとりあえず予約する傾向があり、予約後のキャンセルも多い。

そのため、結果として予約がさらにとりにくくなるという悪循環になっている。 

対応の視点 
・配車の効率化や予約の簡素化が図れるシステムへの更新を行い、乗合人数の向

上、利用促進を図る。 

 

②休日運行等に向けた見直し 

現状・課題 ・住民や利用者の改善要望事項として、休日の運行を望む声がある。 

対応の視点 
・住民や利用者の改善要望を踏まえ、休日運行等の実証実験を行い、利用促進を

図る。 

 
③収支改善に向けた見直し 

現状・課題 ・運行経費の多くを市補助金に頼っており、収支改善が必要。 

対応の視点 
・運行経費の見直し、利用料金の適正化、広告料や協賛金など新たな収入の確保

などを行い、収支改善を図る。 

 

④利用促進のための広報・PR 

現状・課題 

・住民のデマンドタクシーに対する認知度は高いが、事前予約が必要など、利用方

法が分かりにくい等の要因により、利用に至らないケースがあるものと想定される。 

・以前は利用していたが、現在は利用していない方が実際の利用者数と同数程度

存在しており、これらの方に再び利用されるような広報・PR活動が必要である。 

対応の視点 

・公共交通を必要とするものの利用していない住民に対し、デマンドタクシーの利用

方法を分かりやすく周知するとともに、活用方法を紹介するなど、親しみやすい広

報・PR活動を行い、利用促進を図る。 

 

⑤運行形態の見直し 

現状・課題 

・鉄道、バス、タクシー、デマンドタクシーが相互に役割分担、補完しあう持続可能な

公共交通ネットワークの構築のため、バス路線の実証実験運行の効果検証に併

せ、運行形態の見直しを検討する必要がある。 

対応の視点 

・公共交通の役割分担と相互連携のため、実証実験運行を行うバス路線の導入状

況（導入路線数・運行実績・利用状況）やデマンドタクシーの改善状況（運行実績・

利用状況）を見極めながら、運行形態の見直しを検討し、運行の効率化を図る。 
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効率的な公共交通ネットワークの構築 

地域公共交通の課題として、「周辺都市と連携強化を図る必要性」、「都市拠点の機能強化と

にぎわいを創出していく必要性」、「高齢者などが安心して移動できる公共交通体系を構築する

必要性」、「市民のニーズに合った持続可能な公共交通を展開する必要性」があげられました。 

 

現状の公共交通として運行されている鉄道、デマンドタクシー、タクシーの利便性向上を図

るとともに、新たな公共交通（広域連携バスや地域内運行バス）の導入を進め、地域公共交通

全体で幹線系交通及び支線系交通の充実と相互連携、適切な役割分担を図りながら、効率的な

公共交通ネットワークを構築します。 

 

想定される公共交通手段 ネットワーク構築・役割分担の視点 

幹線系 

交 通 

①鉄道 

 （現行の運用改善） 

・鉄道（JR水戸線、関東鉄道常総線、真岡鐵道真岡線）と他

の公共交通との相互連携乗継利用などの利便性確保によ

る需要喚起 

②広域連携バス 

 （新規に導入） 

・鉄道がない地域である程度需要が見込まれ、広域連携の

観点から運行が望まれる区間での運行（兼地域内運行） 

⇒つくば市、下妻市、桜川市など周辺都市との広域連携

を図る 

支線系 

交 通 

③地域内運行バス 

 （新規に導入） 

・幹線系交通がない区間で需要が見込まれる区間での運行 

・送迎バス（スクールバスや患者輸送バス）などの既サービス

との連携を検討 

④デマンドタクシー 

 （現行の運用改善） 

・上記①～③でカバーできない地域又は自家用車での移動

が困難な者を対象とした運行 

⑤タクシー 

 （現行の運用改善） 

・上記①～④で対応できないより細かなニーズ（自由度が高

い移動ニーズ）に対応するための利便性向上、利用促進

による需要喚起 

  

 

①～⑤を公共交通網として機能的にネットワーク化   （イメージ図は次頁） 

 

図 7.1 効率的な公共交通ネットワークの構築 

 地域公共交通の課題を踏まえた基本的な方針   
 

 

 

地域公共交通の課題を踏まえ、幹線系交通及び支線系交通の充実と相互連携のあ

り方を検討し、総合的な公共交通の利便性向上と利用促進を図るために、以下の方

針に基づき、将来にわたり持続可能な公共交通ネットワークを効果的に形成しま

す。 
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図 7.2 効率的な公共交通ネットワークの連携のイメージ 

                       （凡 例） 

   都市拠点                                  幹線系交通（鉄道）                                                                       

   地区拠点                 幹線系交通（広域連携バス） 

   産業拠点                 支線系交通（地域内運行バス） 

   緑・歴史・文化交流拠点                    支線系交通 

   田園生活ゾーン              (デマンドタクシー、タクシー) 

   田園生活ゾーン                          中心市街地       

   (市街地周辺や幹線道路沿道等)              産業拠点(構想) 
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4 つの基本的な方針 

課題を解決するために以下の 4つの基本的な方針を設定します。 

 

 
周辺都市と連携し、魅力あるまちづくりに寄与する公共交通体系の構築 

 

本市と周辺都市とを結ぶ公共交通は、鉄道が担っていますが、利用者は減少傾向にあり、市

民アンケートの結果、鉄道に対する改善要望として、運行本数の増加、駅周辺の駐車場や駐輪

場の整備などを望む声が聞かれました。さらに、鉄道駅がない地区では、他の地区と比較して

公共交通に対する不満が高い結果となっています。 

そのため、鉄道の利用環境改善のほか、関係自治体等と調整しながら本市と鉄道で結ばれて

いないつくば市など周辺都市とを結ぶバス路線の導入を推進し、周辺都市との連携強化を図り、

魅力あるまちづくりに寄与する公共交通体系の構築を目指します。 

 
 

 
都市拠点の機能強化を支え、にぎわいを創出する公共交通体系の構築 

  

 

今後の人口減少・少子高齢化の進展を踏まえ、交通弱者に対する移動手段を確保する観点に

加え、地域活力を向上させる観点から、定住促進、交流人口拡大の手段として、公共交通の必

要性が高まります。 

そのため、都市機能の集積による都市拠点の機能強化など今後のまちづくりのほか、今後整

備を予定する「道の駅」や「にいばりの里」をはじめとする観光交流拠点の有効活用など観光

振興の観点から、公共交通が果たすべき役割を明確にし、都市拠点や観光交流拠点などを結ぶ

バス路線の導入を推進し、にぎわいを創出する公共交通体系の構築を目指します。 

 

 
高齢になっても安心して利用できる公共交通体系の維持 

 

公共交通は、市民の日常生活における移動手段としての役割を果たしており、特に、デマン

ドタクシーは、利用者の満足度が高く、自宅から目的地まで直接行けることを望む高齢者など

の貴重な移動手段となっています。 

そのため、鉄道やバスを主体にしつつ、デマンドタクシーは、鉄道やバスを利用できない地

域や人を対象とするなど役割分担を図り、デマンドタクシーの主な利用者である高齢者などが

より利用しやすい移動手段となるよう、運行継続に向けた収支改善、運行効率化、利用促進策

等を検討・実施し、高齢になっても安心して利用できる公共交通体系の維持を目指します。 

 
  

1. 

2 

. 

3 

. 
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自動車と共存しつつ、持続可能な地域公共交通の利用促進策の展開 

  

公共交通の利便性向上と利用促進を進めながら、公共交通体系を維持するためには、事業者

の努力や行政の支援は欠かせませんが、財政負担には限界があることから、事業者や行政に加

え、市民、地域団体、企業など地域が一体となって公共交通を支える取組みが必要となります。 

そのため、利便性向上を考慮しつつも、収支率など事業の採算性や費用負担のあり方なども

十分に考慮し、将来にわたり持続可能な公共交通体系の構築を目指し、事業者、行政、市民、

地域団体、企業など地域の関係者が相互に連携した利用促進策を展開します。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4 

. 
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図 8.1 計画の目標 

 計画の目標 
 

 

 

基本的な方針に基づき、以下の目標で公共交通網を形成します。 

   

【方針 2】 

都市拠点の機能強

化を支え、にぎわい

を創出する公共交通

体系の構築 

【方針 3】 

高齢になっても安心

して利用できる公共

交通体系の維持 

【方針】                   【計画の目標】   

【方針 4】 

自動車と共存しつ

つ、持続可能な地域

公共交通の利用促

進策の展開 

①鉄道 

・鉄道と他の公共交通との相互連携、乗継利

用などの利便性確保 

②広域連携バス 

・広域連携の観点から運行が望ましい区間で

の広域連携バスの導入 

 

③地域内運行バス 

・市内の都市拠点、地区拠点等を結ぶ地域内

運行バスの導入 

 

④デマンドタクシー 

・デマンドタクシーの改善と役割分担の検討 

⑤タクシー 

・より細かなニーズに対応したタクシーの利用

促進 

 

・だれもが利用しやすい公共交通環境の整備 

・モビリティ・マネジメントの実施 

・公共交通を地域全体で支える体制の構築 

【方針 1】 

周辺都市と連携し、

魅力あるまちづくり

に寄与する公共交

通体系の構築 

幹
線
系
交
通
の
充
実
・ 

利
便
性
向
上 

支
線
系
交
通
の
充
実
・利
便
性
向
上 

総
合
的
な
公
共
交
通
の 

利
便
性
向
上
・利
用
促
進 
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第２次筑西市総合計画前期基本計画で示されている、公共交通（鉄道、バス、デマンドタク

シー）の１日平均利用者数（人/日）を目標値として、以下のとおり設定します。 

 

表 9.1 目標値 

目標項目 
現況値 

（平成 27年度） 

目標値 

（平成 33年度） 

公共交通（鉄道、バス、デマンドタ

クシー）の１日平均利用者数（人/日） 
7,921人 8,500人 

 

＜内訳＞ 

 

交通機関 平成 27年度 平成 33年度 

鉄道 7,764人 7,700人 

バス ― 600人 

デマンドタクシー 157人 200人 

合計 7,921人 8,500人 

 

 

  

 公共交通施策と目標 
 

 

 

幹線系交通、支線系交通の充実・利便性向上と公共交通サービスの利用促進によ

り、効率的な公共交通ネットワークの構築を図り、筑西市における公共交通全体の

利用者の増化を目標とします。 
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幹線系交通の充実・利便性向上 
 

 
鉄道と他の公共交通との相互連携、乗継利用などの利便性確保 

 

 
  

鉄道の利用者数は近年減少傾向（駅乗降者数から見ると、平成 16 年度を 100％とすると平

成 27 年度は 84％）であり、平成 26 年度に実施された市民アンケート調査では、鉄道を『年

に数回』、『利用しない』と回答した方が約 80％以上を占めています。 

今後、鉄道（JR 水戸線、関東鉄道常総線、真岡鐵道真岡線）と他の公共交通との相互連携

を進め、乗継利用などの利便性を確保しながら、利用者の維持・拡大を図ります。 

 
  

○公共交通の相互連携、乗継利用などの利便性確保 

鉄道、バスなど公共交通機関が相互に連携し、鉄道の運行ダイヤに合わせた他の公共交通機

関のダイヤ調整を行うほか、公共交通機関相互のシームレス化※を促進し、乗継利用などの利

便性を確保します。 

 

○バリアフリー化の促進 

だれもが利用しやすい環境を目指し、バリアフリー化などを検討、促進します。 

 

移動等円滑化の促進に関する基本方針（平成 23 年 3 月 31 日 国家公安委員会、総務省、

国土交通省告示第 1号）において次の目標が掲げられています。 

＜1日当たりの平均的な利用者数が 3,000人以上の鉄軌道駅＞ 

○平成 32 年度までに原則として全てについて、段差の解消、視覚障害者の転落を防止する

ための設備の整備等の移動等円滑化を実施 

○この場合、地域の要請及び支援の下、鉄軌道駅の構造等の制約条件を踏まえ、可能な限り

整備を行う 

＜1日当たりの平均的な利用者数が 3,000人未満の鉄軌道駅＞ 

○地域の実情に鑑み、利用者数のみならず、高齢者、障害者等の利用の実態を踏まえ、可能

な限り実施 

 

上記に基づき、下館駅のバリアフリー化の状況は次のとおり 

・JR水戸線（水戸線と同じホーム面の真岡鐵道真岡線含む） 

＝平成 25年 12月 27日エレベータ 2基供用開始 

図 9.1 筑西市におけるバリアフリーへの対応  

1. 

施策 

目的 

 

※シームレス 

「継ぎ目のない」の意味。公共交通分野におけるシームレス化とは、乗継ぎ等の交通機関

間の「継ぎ目」や交通ターミナル内の歩行や乗降に際しての「継ぎ目」をハード・ソフト両

面にわたって解消することにより、出発地から目的地までの移動を全体として円滑かつ利便

性の高いものとすること。 
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○パーク＆ライド駐車場の維持･拡充 

各鉄道会社と連携し、駅へ隣接するパーク＆ライド駐車場の維持・拡充を図るとともに、市

民への PRと利用促進を行います。 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

図 9.2 筑西市におけるパーク＆ライド 

 
  

交通事業者（鉄道事業者、バス事業者）、筑西市 

 

 
  

今後施策による効果を以下の指標により継続的に確認します。 

施策 現状 施策達成確認の指標・内容 

公共交通の相互連

携、乗継利用などの

利便性確保 

- ・鉄道の運行ダイヤに合わせた他の公共交

通機関のダイヤの調整実施状況 

・公共交通機関相互のシームレス化の促進

状況 

バリアフリー化の

促進 

JR 水戸線下館駅エレ

ベータ 2基供用 

・鉄道駅などのバリアフリー化の促進状況 

パーク＆ライド駐車場

の維持・拡充 

平成 27 年度パーク＆

ライド可能駐車場 928

台 

・パーク＆ライド駐車場ます数 

・パーク＆ライド利用客数 

  

実施主体 

施策の達成を確認するための指標・内容 

 

下館駅（10 台） 大田郷駅（11 台） 黒子駅（10 台） 

資料：JR東日本・関東鉄道・筑西市

HPより抜粋 

筑西市におけるパーク＆ライド可能駐車場（駅から半径約５００ｍ以内の公営駐車場等） 

市内各駅に鉄道利用者が利用できる駐車場が設置されており、月極や定期券利用者への割引も実施されている。 

 
駅から

台数 料金（円） 台数 料金（円） の距離

新治駅東駐車場 48台  1日  410円
一時利用台数
に含む。

4,600円 約25m

新治駅西駐車場 67台  1日  410円
一時利用台数
に含む。

4,600円 約25m

パーク＆ライド ＪＲ東日本 38台
 1日  500円
 (水戸線の利用者は400円)

約25m

下館駅前駐車場 筑西市 605台
 1時間以内無料
 以後30分ごと50円

一時利用台数
に含む。

6,000円 約100m

下館駅東駐車場 筑西市 130台
 1時間以内無料
 以後30分ごと50円

一時利用台数
に含む。

6,000円 約200m

下館駅前広場駐車場 筑西市 9台
 最初20分無料
 以後40分ごと100円

- - 約25m

関鉄下館駅前駐車場 関東鉄道 106台

（一般）
  5,000円
（常総線定期利
用）
  2,500円

約50m

パーク＆ライド 関東鉄道 10台
 無料
（常総線利用者に限る。）

約50m

大田郷駅 パーク＆ライド 関東鉄道 11台
 無料
（常総線利用者に限る。）

約10m

黒子駅
黒子駅Ｐ＆Ｒ無料

駐車場
関東鉄道 10台  無料 約50m

928台

下館駅

合計

管理主体駐車場名称駅名

新治駅

一時利用 月極利用

筑西市



9.公共交通施策と目標 

 

77 

 

 

 

 
広域連携の観点から運行が望ましい区間での広域連携バスの導入 

 

 

 
  

周辺都市との「縁」を高める都市づくりを実現するため、本市と鉄道で結ばれていないつく

ば市など周辺都市とを結ぶルートについて、関係自治体等と調整しながらバス路線の導入を推

進します。 

 
  

○広域連携バスの導入・運行維持 

下館駅周辺の中心市街地（都市拠点）と鉄道で結ばれていない都市を結ぶバス路線を導入し

ます。今後運行形態やサービス水準、需要等を把握しながら、広域連携の観点から運行が望ま

しい区間での広域連携バスの検討・導入を行います。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

図 9.3 広域連携バスの路線例 

  

2. 

目的 

施策 
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<筑西市広域連携バス実証実験> 

つくば市、下妻市、桜川市、常総市、筑西市の 5 市で連携し、今後の広域的な地域公共交

通ネットワークの形成を検討するために設立した「公共交通網の広域連携を図る検討会議」

における協議等を踏まえ、「バス利用需要の実証」及び「バス運行の持続可能性の検証」を目

的とした広域連携による筑西市とつくば市とを結ぶバス路線の実証実験運行(平成 28 年 10

月１日～)が実施されています。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

図 9.4 筑西市広域連携バス実証実験 

 

 
  

交通事業者（バス事業者）、筑西市 

 
  

 

施策 現状 施策達成確認の指標・内容 

広域連携バスの

導入・運行維持 

広域連携バス実証運行

を平成 28年度より開始 

・広域連携バス実証運行実施状況 

・新規検討路線の状況、路線数 

・運行路線数、運行本数、運行延長等 

 

  

実施主体 

施策の達成を確認するための指標・内容 
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支線系交通の充実・利便性向上 
 

 
市内の都市拠点、地区拠点等を結ぶ地域内運行バスの導入 

 

 

 
  

市内の交通不便地域の解消と市内の「縁」を深める都市づくりを実現するため、都市拠点と

地区拠点や地区拠点間を結ぶバス路線を導入します。 

また、都市拠点である下館駅周辺、都市拠点内の主要施設を結ぶバス路線を導入します。 

 
  

○地域内運行バスの導入・運行維持 

市内の都市拠点、地区拠点等を結ぶバス路線の導入を図ります。鉄道との乗継利用や下館市

街地内循環等の一部として利便性を高める、鉄道との乗継利用として相互連携を図る等の機能

に十分配慮します。 

拠点間における移動ニーズを踏まえ、下表の A～Cの役割に配慮し、バス路線のルート（案）

を設定します。（Aは広域連携バスの機能も合わせています） 

 

表 9.2 連絡すべき拠点間の設定（案） 

 

新たに導入するバス路線については、優先度の高いルートを選定し、市全体の利便性を高め

る観点から有効性を検証する実証実験運行を行います。 

今後、デマンドタクシーとの役割分担や連携のあり方のほか、優先して実施するルートの実

証実験運行の検証を踏まえ、導入に向けた検討を進めます。  

バス路線の役割 連絡すべき拠点間 

A.基幹系交通として地域間

連携バスの連絡拠点間と

して設定 

①下館地区⇔養蚕地区⇔村田地区⇔大村地区⇔つくば市 

B.鉄道との乗継利用や下館

市街地内循環等の一部と

して利便性を高める 

②下館地区⇔大田地区⇔川島地区 

 （下館地区内、大田地区内、川島地区内） 

C.鉄道との乗継利用として

相互連携を図る 

③下館地区⇔新治地区⇔小栗地区⇔河間地区⇔竹島地区 

④下館地区⇔古里地区⇔新治地区 

⑤五所地区⇔大田地区（⇔下館地区） 

⑥川島地区⇔関本地区⇔河内地区⇔黒子地区（⇔下館地区） 

1. 

目的 

施策 
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図 9.5 幹線・支線交通のネットワーク形成 

 

 
  

交通事業者（バス事業者）、筑西市 

 

 
       

施策 現状 施策達成確認の指標・内容 

地域内運行バス

の導入・運行維

持 

地域内運行バス実証運

行の実施は平成 29年度

より開始 

・地域内運行バス実証運行実施状況、検討状況 

・運行路線数、運行本数、運行延長等 

 
 

施策の達成を確認するための指標・内容 

実施主体 

（凡 例）

都市拠点 幹線系交通（広域連携バス）

地区拠点

産業拠点 支線系交通（地域内運行バス）

緑・歴史・文化交流拠点

田園生活ゾーン 中心市街地

田園生活ゾーン 産業拠点(構想)

(市街地周辺や幹線道路沿道等)

筑波研究学園

都市との連携 

新治駅

海老ヶ島

新治

ひぐち駅

折本駅

玉戸駅

川島駅

大田郷駅

桜川

筑西IC

つくば明野

北部工業団地

宮山ふるさと

ふれあい公園

養蚕地区

（新中核病院）

県西総合公園

下館卸団地周辺

協和の杜公園

にいばりの里

蓬田

天満宮

倉持・寺上野

地区

つくば明野工業団地

海老ヶ島

周辺

関城跡
つくば関城

工業団地

舟生周辺

鬼怒川

河川敷

船玉古墳

鬼怒緑地

川島地区

下館第二工業団地

下館運動公園

下館第一工業団地

伊佐城跡

久下田城跡

関城運動場

小栗城跡・

小栗内外大神宮

竹島地区

(道の駅)

川島・玉戸

村田
関本

国道125号

国道408号

関館工業団地

母子島

遊水地

下
館
二
高
前
駅

下館駅南地区

下館

黒子

黒子駅

県立

鬼怒商業高等学校

筑西遊湯館
県立下館第一

高等学校

県立下館工業

高等学校

県立明野

高等学校

県立下館第二

高等学校玉戸駅周辺

野殿・西方地区

下館駅

新治駅

海老ヶ島

新治

ひぐち駅

折本駅

玉戸駅

川島駅

大田郷駅

桜川

筑西IC

つくば明野

北部工業団地

宮山ふるさと

ふれあい公園

養蚕地区

（新中核病院）

県西総合公園

下館卸団地周辺

協和の杜公園

にいばりの里

蓬田

天満宮

倉持・寺上野

地区

つくば明野工業団地

海老ヶ島

周辺

関城跡
つくば関城

工業団地

舟生周辺

鬼怒川

河川敷

船玉古墳

鬼怒緑地

川島地区

下館第二工業団地

下館運動公園

下館第一工業団地

伊佐城跡

久下田城跡

関城運動場

小栗城跡・

小栗内外大神宮

竹島地区

(道の駅)

川島・玉戸

村田
関本

国道125号

国道408号

関館工業団地

母子島

遊水地

下
館
二
高
前
駅

下館駅南地区

下館

黒子

黒子駅

県立

鬼怒商業高等学校

筑西遊湯館
県立下館第一

高等学校

県立下館工業

高等学校

県立明野

高等学校

県立下館第二

高等学校玉戸駅周辺

野殿・西方地区

下館駅

新治駅

海老ヶ島

新治

ひぐち駅

折本駅

玉戸駅

川島駅

大田郷駅

桜川

筑西IC

つくば明野

北部工業団地

宮山ふるさと

ふれあい公園

養蚕地区

（新中核病院）

県西総合公園

下館卸団地周辺

協和の杜公園

にいばりの里

蓬田

天満宮

倉持・寺上野

地区

つくば明野工業団地

海老ヶ島

周辺

関城跡
つくば関城

工業団地

舟生周辺

鬼怒川

河川敷

船玉古墳

鬼怒緑地

川島地区

下館第二工業団地

下館運動公園

下館第一工業団地

伊佐城跡

久下田城跡

関城運動場

小栗城跡・

小栗内外大神宮

竹島地区

(道の駅)

川島・玉戸

村田
関本

国道125号

国道408号

関館工業団地

母子島

遊水地

下
館
二
高
前
駅

下館駅南地区

下館

黒子

黒子駅

県立

鬼怒商業高等学校

筑西遊湯館
県立下館第一

高等学校

県立下館工業

高等学校

県立明野

高等学校

県立下館第二

高等学校玉戸駅周辺

野殿・西方地区

下館駅
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地域内運行バスの検討と併せて、デマンドタクシーの適切な役割分担を図ります。デマンド

タクシーの運行管理について、効率的な運行のための見直しを行います。また、デマンドタク

シーの収支バランスを改善するために、利用者の意向等を踏まえつつ、料金設定の適正化を図

ります。 

デマンドタクシー利用者の利便性向上と持続可能な仕組みづくりを目的とします。 

 
  

○デマンドタクシーの利便性向上と収支改善 

デマンドタクシーについて、「予約・配車システムの見直し」「休日運行等に向けた見直し」

「収支改善に向けた見直し」「利用促進のための広報・PR」を実施します。 

予約・配車システムの見直し 

配車の効率化や予約の簡素化が図れるシステムへの更新を行い、乗合人数の増加、利用

促進を図ります。現在のシステムの更新時期（平成 29 年度末）に併せ、配車の効率化や

予約の簡素化が図れるシステムへの更新を行います。 

休日運行等に向けた見直し 

住民や利用者の改善要望を踏まえ、休日運行等の実証実験を行い、利用促進を図ります。 

収支改善に向けた見直し 

運行経費の見直し、利用料金の適正化、広告料や協賛金など新たな収入の確保などを行

い、収支改善を図ります。 

 

○バス路線導入に伴うデマンドタクシーの役割検討と運行改善 

運行形態の見直し 

運行方式の見直し検討を行い、実証実験運行を行うバス路線の導入状況やデマンドタク

シーの改善状況を見極めながら、運行方式ごとの特徴を踏まえ、バス路線との役割分担や

本市の実情や住民・利用者ニーズに即した運行方式に改善します。 

 

表 9.3 運行方式の見直しの視点 

利用対象者の見直し（利用

対象者の属性による役割分

担） 

高齢者や若年者などの利用対象者の属性による役割分担の可

能性を検討し、運行改善します。 

運行エリアの見直し（運行

地域による役割分担） 

実証実験運行を行うバス路線の導入状況やデマンドタクシー

の改善状況を見ながら、地域による役割分担の可能性を検討

します。 

運行実績を踏まえた運行台

数や車種の見直し 

実証実験運行を行うバス路線の導入状況やデマンドタクシー

の改善状況を見極めながら、運行実績を踏まえた運行台数や

車種の見直しを行います。 

 

 
デマンドタクシーの改善と役割分担の検討 

施策 

目的 

2. 
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出典：デマンド型交通の手引き H25.3国土交通省 

図 9.6 運行方式の見直しのイメージ 

 

 
  

交通事業者（タクシー事業者）、日専連しもだて、筑西市 

 
  

 

施策 現状 施策達成確認の指標・内容 

デマンドタクシーの

利便性向上と収支改

善 

1 回当たり 1500 円程度

の費用 

利用者満足度は 59％

（H27年度） 

・収支改善を確認 

・継続的に利用者満足度を確認 

 

バス網検討に伴うデ

マンドタクシーの役

割検討と運行改善 

- ・地域内運行バス、送迎バス（スクール

バスや患者輸送バス）、鉄道、タクシー

等の適切な役割分担の検討と実施状況 

 

 

 運行方式の特徴（イメージ）［    自宅    バス停等］ 

A 定路線型 

路線バスやコミュニティバスのように、所定のバス停等で乗降を行うが、予約が

あった場合のみ運行し、予約がなければ運行しない方式。“空気バス”の解消を

図ることができる。 

 

 

 

 

 

B 迂回ルート・

エリアデマン

ド型 

定路線型をベースに、予約に応じて所定のバス停等まで迂回させる運行方式。バ

ス停等まで遠い地域に迂回ルートを設定することにより、公共交通空白地域の解

消を図ることができる。 

 

 

 

 

C 自由経路ミ

ーティングポ

イント型 

運行ルートは定めず、予約に応じ所定のバス停等間を最短経路で結ぶ方式。最短

経路の選択により所要時間を短縮するとともに、バス停等を多数設置することに

より、バス停等までの歩行距離を短縮することができる。一般タクシーとの差別

化を図るため、目的施設または発施設を限定する場合が多い。 

 

 

 

 

 

D 自由経路ド

アtoドア型 

運行ルートやバス停等は設けず、指定エリア内で予約のあったところを巡回する

ドアtoドアのサービスを提供する運行方式。一般タクシーとの差別化を図るた

め、目的施設または発施設を限定する場合も見られる。 

 

 

 

実施主体 

施策の達成を確認するための指標・内容 
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デマンドタクシーでは対応できない、より細かい移動ニーズに対応する必要があり、タクシ

ーの認知向上を図ります。 

 
  

○タクシーに関する情報提供による利用促進 

タクシーに関する情報提供による利用促進を実施します。 

タクシーの情報が少ないことから利用できない市民もいると考えられ、タクシー会社の連絡

先等も含め情報提供を行います。近年タクシーの利用者数は減少傾向にあるため、気軽に利用

できる環境などを形成します。 

 
  

交通事業者（タクシー事業者）、筑西市 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

図 9.7 下館駅前タクシー乗り場 

 
 

 
  

 

施策 現状 施策達成確認の指標・内容 

情報提供による

利用促進 

- ・市報などへの掲載、パンフレットの作成状況 

  

 
より細かなニーズに対応したタクシーの利用促進 

目的 

施策 

実施主体 

目的 

施策の達成を確認するための指標・内容 

3. 
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総合的な公共交通の利便性向上・利用促進 

 
だれもが利用しやすい公共交通環境の整備 

 

 

 

 
  

だれもが利用しやすい公共交通環境の整備を進め、公共交通の利用率向上、市民満足度の向

上を図ります。 

 
  

○鉄道駅やバス停などの交通結節点の利便性向上 

鉄道駅やバス停について、円滑に乗り換えが可能となるように改善し、市内の駅、バス停の

利用促進を図ります。 

 

○コミュニティサイクルの導入検討 

鉄道やバスから乗り継いで広い範囲を移動できるように、コミュニティサイクル（レンタサ

イクル）の導入を検討します。 

 

〇蔵造りの町並み、喜多院など川越のおもな観光スポットを網羅し、回遊性が向上。 

〇郊外型駐車場にサイクルポートを設置。パーク＆サイクルライドを実施。 

○路上端末機で 24時間貸出・返却可能。電話での問い合せも 24時間受付け。 

 

 

 

 

 

 

 

図 9.8 川越市自転車シェアリングの例 

 

 
  

交通事業者（鉄道事業者、バス事業者）、筑西市 

 

 
  

 

施策 現状 施策達成確認の指標・内容 

交通結節点の利便

性向上 

- ・交通結節点の改善状況 

コミュニティサイ

クルの導入検討 

- ・コミュニティサイクル（レンタサイクル）導入 

1. 

目的 

施策 

実施主体 

施策の達成を確認するための指標・内容 

サイクルポート（市役所）   シェアリングの自転車 
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モビリティ・マネジメントの実施 

 

 

 

 
  

公共交通全般にわたり、地域公共交通の再構築の進捗に合わせ、多様な手法によりモビリテ

ィ･マネジメント※を実施し、公共交通を必要とする者に対して公共交通の仕組みや利用方法

など、分かりやすい PR活動･情報提供を行うほか、これまで公共交通を利用する機会がなかっ

た住民等に対しても、公共交通の活用方法やメリットなど、利用するきっかけづくりにつなが

る PR活動･情報提供を行い、公共交通の利用促進を図ります。 

 

 
  

○ターゲットに対応した効果的なモビリティ･マネジメントの実施 

PR活動･情報提供を行うターゲットを明確にしたうえで、それぞれに対応した効果的なモビ

リティ･マネジメントを実施します。 

・住民、学校、企業などターゲットに合わせたモビリティ･マネジメントの実施 

・イベントや催事に合わせたモビリティ･マネジメントの実施 

・利用者の目線に立った分かりやすいチラシ･パンフレット･マップの作成･配布 

 

         （茨城県の事例）           （筑西市の事例） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

図 9.9 公共交通用者拡大キャンペーン実施事例 

 

 

 

 

 

 

2. 

目的 

施策 

 

※モビリティ･マネジメント 

当該の地域や都市を、「過度に自動車に頼る状態」から、「公共交通や徒歩などを含めた多様

な交通手段を適度に（＝かしこく）利用する状態」へと少しずつ変えていく一連の取組みのこ

とで、コミュニケーション施策を中心として、自発的な行動の転換を促していく点が大きな特

徴となっている。 
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○運転免許証返納者など交通弱者に対する広報・PR活動の実施 

運転免許証返納者に対する広報・PR 活動を実施します。また、返納者など交通弱者に対す

る優遇策の検討のほか、公共交通利用に関する認知度を高めます。 

 

○バスロケーションシステムやデジタルサイネージ等による情報発信の検討・実施 

バスロケーションシステム※やデジタルサイネージ※等による情報発信の検討を行い、実施

します。 

・バスロケーションシステムの導入、デジタルサイネージの設置・案内板の制作、設置 

・市民に加えて、学校や企業従事者が使いやすいバス運用の情報提供、企業立地や学校選択時

にも利用できる公共交通サービス情報の提供 

 

 

 
  

交通事業者、日専連しもだて、筑西警察署、筑西市 

 

 
  

 

施策 現状 施策達成確認の指標・内容 

ターゲットに対応した

効果的なモビリティ･

マネジメントの実施 

- ・モビリティ・マネジメントの実施状況 

運転免許証返納者など

交通弱者に対する広

報・PR活動の実施 

- ・PRの実施状況、内容、活動参加人数等を評価 

バスロケーションシス

テムやデジタルサイネ

ージ等による情報発信

の検討・実施 

- ・バスロケーションシステムやデジタルサイネ

ージの導入状況 

 

 

 
 

  

実施主体 

施策の達成を確認するための指標・内容 

 

※バスロケーションシステム 

バスに搭載した車載器などにより現在位置を把握し、インターネットや携帯電話などを通じ

て、利用者に対して運行状況やバス停への接近情報などを表示・提供することにより、バス利

用の利便性の向上を図るシステムである。 

※デジタルサイネージ 

屋外・公共空間・交通機関など、あらゆる場所で、ディスプレイなどの電子的な表示機器を

使って情報を発信するシステムの総称である。 
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公共交通を地域全体で支える体制の構築 

 

 

 

 
  

公共交通の利用を促進させるために、市、交通事業者、学校、地元企業や商店等の連携、協

賛や提携の協力をお願いし、地域が一体となって公共交通を守り育てる環境を目指します。 

 
  

○地域公共交通会議の定期的な開催、会議内容の情報提供 

筑西市地域公共交通会議を定期的に開催し、本計画に基づく施策の協議検討を行います。会

議内容については、市民や関係者に積極的に情報提供し、市民が公共交通について考える素地

を形成します。 

 

○商業施設、病院、学校、企業等との協力・連携方策の検討と実施 

商業施設、病院、学校、企業等との協力連携を行います。デマンドタクシーに対する協賛企

業募集、公共交通利用促進に関する方策の地商店街等との協力連携、例えば公共交通を利用し

て商店街等で買い物をした方に対する付加サービスの提供などについて検討し、推進を図りま

す。 

 

○公共交通に対する市民意識の定期的な確認 

市民アンケート等のほか、地域ごとに意見交換の場を設け、公共交通に対する市民意識を定

期的に確認し、公共交通の現状と住民・利用者のニーズとのギャップを整理するとともに、住

民自らが公共交通を守り育てる意識の醸成を図り、継続的な改善を行います。 

 

 
  

筑西市、地域公共交通会議、商業施設、病院、学校、企業等 

 
  

 

施策 現状 施策達成確認の指標・内容 

地域公共交通会議の定

期的な開催、会議内容

の情報提供 

定期的に実施中 ・開催状況、内容を評価 

・地域公共交通会議への意見の報告、対策の検

討状況 

商業施設、病院、学校、

企業等との協力・連携

方策の検討と実施 

- ・地元商店街、企業等、関係者との検討実施 

・協働の状況 

公共交通に対する市民

意識の定期的な確認 

市民アンケート

を実施 

・市民意識の収集状況 

・市民意識の評価結果 

・評価結果の施策への反映状況 

 

 

3. 

目的 

施策 

実施主体 

施策の達成を確認するための指標・内容 
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 計画の推進方策 
 

 

 

計画の推進方策として、計画の進め方、スケジュールを以下に示します。 

 

 
計画の進め方 

 

本計画に基づく施策は、筑西市、交通事業者、市民（利用者）、国、県など関係者が連携・

協力して推進します。 

また、本計画に基づく施策の実施状況及び目標の達成状況の評価など全体的な管理の主体は、

筑西市地域公共交通会議が担い、PDCA（計画・実行・検証・見直し）サイクルにより、「施策

の達成を確認するための指標・内容」を評価しながら、随時、必要な改善を図ります。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

図 10.1 PDCA サイクルによる計画の推進 

 

 

 

 

【ＰＬＡＮ（計画）】 

筑西市地域公共交通網形成計画 

（筑西市） 

 

【ＤＯ（実行）】 

計画に基づく事業の実施 

 （筑西市、交通事業者、

市民、関係者） 

【ＡＣＴ（見直し）】 

事業の見直し・改善 

（筑西市、交通事業者、 

市民、関係者） 

筑西市地域公共

交通会議 

【ＣＨＥＣＫ（検証）】 

事業実施状況、目標達成状況の確認 

（筑西市地域公共交通会議） 
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ス
ケ
ジ
ュ
ー
ル

 

 

計
画
の
ス
ケ
ジ
ュ
ー
ル
は
以
下
の
と
お
り
と
な
り
ま
す
が
事
業
の
進
捗
に
よ
り
随
時
見
直
し
を
行
い
ま
す
。（

期
間
 
平
成

2
9
年
度
～
平
成

33
年
度
）
 
 

 

表
 1

0
.1

 
ス
ケ
ジ
ュ
ー
ル

 

【
幹
線
系
交
通
・支

線
系
交
通
の
充
実
・利

便
性
向
上
】

 

■
鉄
道

 
28

年
度

 
29

年
度

 
30

年
度

 
3
1

年
度

 
3
2

年
度

 
3
3

年
度

 

 

◆
鉄
道
と
他
の
公
共
交
通
と
の
相
互
連
携
、
乗
継
利
用
な

ど
の
利
便
性
確
保
 

○
公
共
交
通
の
相
互
連
携
、
乗
継
利
用
な
ど
の
利
便
性
確
保

 

○
バ
リ
ア
フ
リ
ー
化
の
促
進

 

○
パ
ー
ク
＆
ラ
イ
ド
駐
車
場
の
維
持
・拡
充

 

  

 
 

 
 

 

■
広
域
連
携
バ
ス
・地

域
内
運
行
バ
ス

 
28

年
度

 
29

年
度

 
30

年
度

 
3
1

年
度

 
3
2

年
度

 
3
3

年
度

 

 

◆
広
域
連
携
の
観
点
か
ら
運
行
が
望
ま
し
い
区
間
で
の
広

域
連
携
バ
ス
の
導
入
 

○
広
域
連
携
バ
ス
の
導
入
・運
行
維
持

 

（下
館
駅
－
筑
波
山
口
） 

  
 

 
 

 
 

 

◆
市
内
の
都
市
拠
点
、
地
区
拠
点
等
を
結
ぶ
地
域
内
運
行

バ
ス
の
導
入
 

○
地
域
内
運
行
バ
ス
の
導
入
・運
行
維
持

 

 ○
市
街
地
循
環
バ
ス
（下
館
－
玉
戸
－
川
島
循
環
） 

  

 
 

 
 

 

 
○
そ
の
他
の
路
線

 
  

 
 

 
 

 

※
実

証
実

験
運

行
を

行
う

バ
ス

路
線

の
導

入
状

況
や

効
果

検
証

と
併

せ
、

デ
マ

ン
ド

タ
ク

シ
ー

の
位

置
付

け
や

運
行

形
態

、
サ

ー
ビ

ス
水

準
等

の
見

直
し

・
改

善
を

行
う

 

 2
. 

（実
証
運
行
） 

 

（
効
果
検
証
を
踏
ま
え
、
運
行
継
続
） 

 

（実
証
運
行
） 

 （上
記
の
実
証
運
行
路
線
の
効
果
検
証
な
ど
を
踏
ま
え
、
導
入
に
向
け
た
実
施
検
討

) 

（
効
果
検
証
を
踏
ま
え
、
運
行
継
続
） 

 

（協
議
が
調
っ
た
も
の
か
ら
順
次
実
施
） 

（検
討
協
議
） 
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■
デ
マ
ン
ド
タ
ク
シ
ー

 
28

年
度

 
29

年
度

 
30

年
度

 
3
1

年
度

 
3
2

年
度

 
3
3

年
度

 

 

◆
デ
マ
ン
ド
タ
ク
シ
ー
の
改
善
と
役
割
分
担
の
検
討
 

○
デ
マ
ン
ド
タ
ク
シ
ー
の
利
便
性
向
上
と
収
支
改
善

 

・予
約
・配
車
シ
ス
テ
ム
の
見
直
し

 

・休
日
運
行
等
に
向
け
た
見
直
し

 

・収
支
改
善
に
向
け
た
見
直
し

 

  
 

 
 

 
 

 

○
バ
ス
路
線
導
入
に
伴
う
デ
マ
ン
ド
タ
ク
シ
ー
の
役
割
検
討

と
運
行
改
善

 

・運
行
形
態
の
見
直
し

 

  

 

 
 

 
 

■
タ
ク
シ
ー

 
28

年
度

 
29

年
度

 
30

年
度

 
3
1

年
度

 
3
2

年
度

 
3
3

年
度

 

 
◆
よ
り
細
か
な
ニ
ー
ズ
に
対
応
し
た
タ
ク
シ
ー
の
利
用
促
進
 

○
タ
ク
シ
ー
に
関
す
る
情
報
提
供
に
よ
る
利
用
促
進

 

  

 
 

 
 

 

【
総
合
的
な
公
共
交
通
の
利
便
性
向
上
・利

用
促
進
】

 

■
総
合
的
な
公
共
交
通
の
利
便
性
向
上
・利

用
促
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年
度
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年
度
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年
度

 
3
1

年
度

 
3
2

年
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3
3

年
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◆
だ
れ
も
が
利
用
し
や
す
い
公
共
交
通
環
境
の
整
備
 

○
鉄
道
駅
や
バ
ス
停
な
ど
の
交
通
結
節
点
の
利
便
性
向
上

 

○
コ
ミ
ュ
ニ
テ
ィ
サ
イ
ク
ル
の
導
入
検
討

 

  
 

 

 
 

 

 

◆
モ
ビ
リ
テ
ィ
・
マ
ネ
ジ
メ
ン
ト
の
実
施
 

○
タ

ー
ゲ

ッ
ト

に
対

応
し

た
効

果
的

な
モ

ビ
リ

テ
ィ

･

マ
ネ
ジ
メ
ン
ト
の
実
施
 

○
運

転
免

許
証

返
納

者
な

ど
交

通
弱

者
に

対
す

る
広

報
・
Ｐ
Ｒ
活
動
の
実
施
 

○
バ
ス
ロ
ケ
ー
シ
ョ
ン
シ
ス
テ
ム
や
デ
ジ
タ
ル
サ
イ
ネ

ー
ジ
等
に
よ
る
情
報
発
信
の
検
討
・
実
施

 

  

 
 

 
 

 

 

◆
公
共
交
通
を
地
域
全
体
で
支
え
る
体
制
の
構
築
 

○
地
域
公
共
交
通
会
議
の
定
期
的
な
開
催
、
会
議
内
容

情
報
提
供

 

○
商
業
施
設
、
病
院
、
学
校
、
企
業
等
と
の
協
力
・連
携
方

策
の
検
討
と
実
施

 

○
公
共
交
通
に
対
す
る
市
民
意
識
の
定
期
的
な
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認
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ス
路
線
の
導
入
状
況
等
を
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ま
え
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運
行
方
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議
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か
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協
議
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（
協
議
が
調
っ
た
も
の
か
ら
順
次
実
施
） 

（
協
議
が
調
っ
た
も
の
か
ら
順
次
実
施
） 
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） 
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年 月 日 内 容 

平成26年  7月 10日 平成 26年度 第 1回地域公共交通会議 

・平成 26年度事業計画・収支予算に関する協議 

10月 22日 平成 26年度 第 2回地域公共交通会議 

・既存公共交通の現状分析・課題に関する協議 

11月 1日～ 

      26日 

公共交通に関する市民アンケート調査 

・対 象：3,000世帯（無作為抽出） 

・回収数：1,323世帯（回収率 44.1％） 

11月～12月 学校・団体に対するヒアリング調査 

・高校：下館一高、下館二高、明野高校 

・団体：自治会連合会、地域女性団体連絡会ほか 

平成 27年  2月  4日 平成 26年度 第 3回地域公共交通会議 

・市民アンケート結果及び既存公共交通の検証・評価を踏まえた将来

的な公共交通体系の方向性に関する協議 

 3月 23日 平成 26年度 第 4回地域公共交通会議 

・将来的な公共交通体系の方向性の基本方針に関する協議 

 7月 平成 27年度 第 1回地域公共交通会議（書面協議） 

・平成 27年度事業計画・収支予算に関する協議 

10月  8日～ 

11月上旬 

公共交通に関する市民アンケート調査 

・対 象：1,000世帯（無作為抽出） 

・回収数：436世帯（回収率 43.6％） 

11月下旬～ 

12月下旬 

デマンドタクシー利用者アンケート調査 

・対 象：デマンドタクシー利用者 300人 

・回収数：129票（回収率 43.0％） 

12月 21日 平成 27年度 第 2回地域公共交通会議 

・アンケートの分析結果を踏まえた既存公共交通と共存できる新たな

公共交通（路線バス、コミュニティバス等）の導入検討に関する協

議 

平成 28年  2月 12日 平成 27年度 第 3回地域公共交通会議 

・デマンドタクシーの見直し改善に関する協議 

  3月 平成 27年度 第 4回地域公共交通会議（書面協議） 

・計画策定に向けた検討体制・調査業務に関する協議 

  4月 平成 28年度 第 1回地域公共交通会議（書面協議） 

・平成 28年度事業計画・収支予算に関する協議 

 1.計画策定の経緯 
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年 月 日 内 容 

平成 28年  5月 19日 平成 28年度 第 1回作業部会 

・計画に盛り込む施策の具体化に関する協議（バス路線の導入検討） 

 6月 28日 平成 28年度 第 2回地域公共交通会議 

・平成 28年度広域連携バス実証実験運行計画に関する協議 

 7月 29日 平成 28年度 第 2回作業部会 

・計画に盛り込む施策の具体化に関する協議（バス路線の導入検討） 

 9月 14日 平成 28年度 第 3回地域公共交通会議 

・計画に盛り込む施策の具体化に関する協議（バス路線の導入検討） 

11月 11日 平成 28年度 第 3回作業部会 

・計画に盛り込む施策の具体化に関する協議（デマンドタクシーの改

善検討） 

12月 19日 平成 28年度 第 4回地域公共交通会議 

・地域公共交通網形成計画（素案）に関する協議 

平成 29年  2月  9日 平成 28年度 第 5回地域公共交通会議 

・地域公共交通網形成計画（案）に関する協議 

・平成 29年度広域連携バス実証実験運行計画に関する協議 

 2月 平成 28年度 第 6回地域公共交通会議（書面協議） 

・高校新入生を対象としたお試し乗車券配布事業に関する協議 

 2月 15日～ 

 3月  5日 

パブリック･コメント 

 3月 

 

地域公共交通網形成計画の策定 
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【地域公共交通会議設置要綱】 

 

筑西市地域公共交通会議設置要綱 

 

（設置） 

第 1 条 筑西市地域公共交通会議（以下「交通会議」という。）は、道路運送法（昭和 26 年法

律第 183号）の規定に基づき、地域における需要に応じた住民の生活に必要なバス等の旅客

輸送の確保その他旅客の利便の増進を図り、地域の実情に即した輸送サービスの実現に必要

となる事項を協議するとともに、地域公共交通の活性化及び再生に関する法律（平成 19年法

律第 59号）の規定に基づく計画（以下「公共交通計画」という。）に関する協議及び実施に

係る連絡調整を行うために設置する。 
 

（協議事項） 

第 2条 交通会議は、次に掲げる事項を協議するものとする。 

⑴ 地域の実情に応じた適切な乗合旅客運送の態様及び運賃・料金等に関する事項 

⑵ 公共交通の利用促進に関する事項 

⑶ 公共交通計画の作成及び変更の協議に関する事項 

⑷ 公共交通計画の実施に係る連絡調整に関する事項 

⑸ 公共交通計画に位置づけられた事業の実施に関する事項 

⑹ 交通会議の運営方法その他交通会議が必要と認める事項 
 

（交通会議の構成員） 

第 3条 交通会議の委員は、次に掲げる者とする。 

⑴ 旅客自動車運送事業者代表、関係団体代表及び運転者が組織する団体代表 

⑵ 鉄道事業者代表 

⑶ 関東運輸局茨城運輸支局職員 

⑷ 住民・利用者代表 

⑸ 各種団体代表 

⑹ 学識経験者 

⑺ 道路管理者 

⑻ 筑西警察署署員 

⑼ 茨城県職員 

⑽ 筑西市長が指名する職員 

⑾ 前各号に掲げるもののほか、交通会議が必要と認める者 
 

（報償金） 

第 4 条 委員等には、委員会の会議に出席した場合に限り、予算の範囲内で報償金を支払うも

のとする。 
 

 2.地域公共交通会議 
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（会長） 

第 5条 交通会議に会長を置き、筑西市長が指名する職員をもってこれに充てる。 

2 会長は、会務を総理し、交通会議を代表する。 

3 会長に事故があるとき又は会長が欠けたときは、あらかじめ会長が指名する者がその職務を

代理する。 
 

（会議） 

第 6条 交通会議の会議（以下「会議」という。）は、必要に応じて会長が招集し、会議の議長

となる。 

2 会議は、委員の半数以上が出席しなければ開くことができない。 

3 委員が会議を欠席する場合、代理の者を出席させることができることとし、あらかじめ会長

に代理の者の氏名等を報告することにより、その代理の者の出席をもって当該委員の出席と

みなす。 

4 会議の議事は、出席委員の過半数をもって決し、可否同数のときは、議長の決するところに

よる。 

5 議長は、会議において必要と認めるときは、委員以外の者に対し、その出席を求め、意見を

聴取し、又は必要な資料等を提出させることができる。 

6 会議は、原則として公開とする。 
 

（選定委員会） 

第 7 条 地域の実情に応じた適切な乗合旅客運送事業を行う者を選定するため、必要に応じて

交通会議に選定委員会を置くことができる。 

2 選定委員会は、会長が指名する者をもって組織する。 

3 選定委員会は、交通会議において協議が調った選定基準に従い、運行主体の適格性を審査の

うえ、選定を行い、その経過及び結果について、交通会議に報告するものとする。 

4 選定委員会の会議の運営については、前条の規定の例による。 
 

（作業部会） 

第 8 条 第 2条に掲げる事項について、具体的な調査、研究、調整又は協議を行うため、必要

に応じて交通会議に作業部会を置くことができる。 

2 作業部会の組織、運営その他必要な事項は、会長が別に定める。 
 

（協議結果の取扱い） 

第 9 条 交通会議において協議が調った事項について、関係者はその結果を尊重し、当該事項

の誠実な実施に努めるものとする。 
 

（事務局） 

第 10条 交通会議の業務を処理するため、交通会議に事務局を置く。 

2 事務局は、筑西市企画部企画課に置く。 

3 事務局に事務局長及び事務局員を置き、会長が定めた者をもってこれに充てる。 

4 事務局に関し必要な事項は、会長が別に定める。 
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（連絡・通報窓口） 

第 11条 地域公共交通に関する相談、苦情、その他に対応するため、以下の連絡・通報窓口を

定めるものとする。 
 
（筑西市地域公共交通に係るご相談又は通報窓口） 

筑西市役所企画部企画課 

連絡先：ＴＥＬ 0296－24－2111 

           ＦＡＸ 0296－24－2159 
 

 

（経費） 

第 12条 交通会議の運営に要する経費は、負担金、補助金及びその他の収入をもって充てる。 
 

（監査） 

第 13条 交通会議に監事 2人を置く。 

2 監事は、委員のうちから会長が指名する。 

3 監事は、交通会議における会計監査を行うものとする。 
 

（財務に関する事項） 

第 14条 交通会議の予算編成、現金の出納その他財務に関し必要な事項は、会長が別に定める。 
 

（交通会議が解散した場合の措置） 

第 15条 交通会議が解散した場合には、交通会議の収支は、解散の日をもって打ち切り、会長

であった者がこれを精算する。 
 

（その他） 

第 16条 この要綱に定めるもののほか、交通会議の運営に関し必要な事項は、会長が交通会議

に諮り定める。 

 

   附 則 
 

 この要綱は、平成 19年 4月 1日から施行する。 
 

 この要綱は、平成 24年 5月 22日から施行する。 
 

 この要綱は、平成 26年 7月 10日から施行し、平成 26年 4月 1日から適用する。 
 

 この要綱は、平成 27年 3月 23日から施行する。 
 

 この要綱は、平成 28年 3月 28日から施行する。 
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【地域公共交通会議委員】                     （平成 29年 3月 31日現在） 

                                    順不同・敬称略 

№ 区 分 委 員 備 考 

1 旅客自動車運送事業者代表 新 井   昇 下館ゴータク代表社員 

2 旅客自動車運送事業者代表 長 津 博 樹 関鉄パープルバス㈱代表取締役社長 

3 関係団体代表 鬼 沢 秀 通 茨城県ハイヤー・タクシー協会専務理事 

4 関係団体代表 澤 畠 政 志 茨城県バス協会専務理事 

5 運転者が組織する団体代表 千 葉 博 志 関鉄パープルバス労働組合執行委員長 

6 鉄道事業者代表 小 川 郁 夫 東日本旅客鉄道㈱水戸支社総務部企画室長 

7 鉄道事業者代表 髙 橋 眞 一 関東鉄道㈱取締役鉄道部長 

8 鉄道事業者代表 竹 村   高 真岡鐵道㈱取締役事業部長 

9 茨城運輸支局職員 勝 家 省 司 茨城運輸支局首席運輸企画専門官(輸送･監査) 

10 茨城運輸支局職員 飯 塚 正 芳 茨城運輸支局首席運輸企画専門官(企画調整) 

11 住民・利用者代表 榎戸 甲子夫 筑西市議会総務企画委員会委員長 

12 住民・利用者代表 袖 山 信 勝 筑西市自治会連合会会長 

13 住民・利用者代表 野 澤 和 子 筑西市地域女性団体連絡会会長 

14 住民・利用者代表 石 島   存 筑西市高齢者クラブ連合会会長 

15 各種団体代表 舘 野   理 下館商工会議所専務理事 

16 各種団体代表 大 畑 良 雄 筑西市商工会会長 

17 各種団体代表 増 渕 慎 治 日専連しもだて理事長 

18 学識経験者 鈴 木   勉 筑波大学システム情報系社会工学域教授 

19 道路管理者 岩 崎 史 明 関東地方整備局常陸河川国道事務所計画課長 

20 道路管理者 寺 門 正 裕 茨城県筑西土木事務所道路管理課長 

21 筑西警察署署員 塙     潤 筑西警察署交通課長 

22 茨城県職員 塙   伸 一 茨城県企画部企画課交通対策室長 

23 筑西市長が指名する職員 石 井   正 筑西市副市長 

24 筑西市長が指名する職員 坂 入 龍 一 筑西市企画部長 

 

  



資料編 

 

 98 

 

 

【作業部会メンバー】                       （平成 28年 11月 11日現在） 

                                    順不同・敬称略 

№ 区 分 委 員 備 考 

1 旅客自動車運送事業者代表 新 井   昇 下館ゴータク代表社員 

2 旅客自動車運送事業者代表 峯   政 徳 関鉄パープルバス㈱下妻本社営業所長 

3 住民･利用者代表 松 﨑   清 筑西市自治会連合会下館地区代表 

4 住民･利用者代表 爲我井  茂 筑西市自治会連合会関城支部長 

5 住民･利用者代表 中 島 悌 次 筑西市自治会連合会明野支部長 

6 住民･利用者代表 袖 山 信 勝 筑西市自治会連合会協和支部長 

7 住民･利用者代表 長澤 とし江 筑西市地域女性団体連絡会役員 

8 住民･利用者代表 石 島   存 筑西市高齢者クラブ連合会会長 

9 各種団体代表 杉 山   忍 下館商工会議所事務局長 

10 各種団体代表 篠 嵜   亮 筑西市商工会事務局長 

11 各種団体代表 江 田 好 男 日専連しもだて事務局長 

12 学識経験者 鈴 木   勉 筑波大学システム情報系社会工学域教授 

13 筑西市長が指名する職員 関 口 貴 一 筑西市企画課長 

 



 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

筑西市地域公共交通網形成計画(平成 29 年度～平成 33 年度) 
 

茨城県筑西市 企画部企画課 

〒308-8616 茨城県筑西市丙 360 番地 

TEL 0296-24-2111（代表） 

http://www.city.chikusei.lg.jp/ 
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